
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

鈴鹿市 

第３次鈴鹿市男女共同参画基本計画 

 



  

男女共同参画都市宣言 2012（平成 24）年 12 月 21 日 告示第 305 号 

 

 

（鈴鹿市制施行７０周年・鈴鹿市男女共同参画センター開設１０周年の年に） 

 

 

自然の恵みと伝統や文化に育まれたまち、 

人々の絆に支えられた、活力に満ちたまち、 

このまちを愛し、未来に向けて歩むわたしたちは、 

性別にかかわらず、男女があらゆる分野において 

個性と能力を十分に発揮し、 

夢を持って暮らせるまち「鈴鹿」の実現をめざし、 

ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 

                            

                                 鈴 鹿 市 

 



はじめに（策定にあたって） 

 

近年、我が国において、少子高齢化の進行や、労働力人口 

の減少、新型コロナウイルス感染症の影響や災害の激甚化 

など、我々を取り巻く環境は大きく変化しています。一方、 

この 10年で AI（人工知能）をはじめとするテクノロジーの 

大きな進歩により、働き方や生活様式が大きな変容を遂げ 

ました。また、人生 100年時代と呼ばれる時代に突入し、 

家族の形態も多様化しています。 

このような社会情勢の中、誰もが性別にかかわりなく、自分らしく、個性と能力を

十分に発揮できる男女共同参画社会を形成することが、これまで以上に重要な課題

となっています。 

本市では、男女共同参画社会の実現に向け、基本計画の前身となる「鈴鹿市男女

共同参画プラン」を平成９年に策定し、その後、平成22年に「（第１次）鈴鹿市男女共

同参画基本計画」、平成 28 年に「第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画」を策定いた

しました。 

当初のプラン策定から約 30 年が経過をし、その間、市内における男女共同参画

意識の普及度を毎年調査してきましたが、男女共同参画意識は向上しているものの、

性別による固定的役割分担意識は完全な解消には至っておらず、いまだ男女間の

格差について課題が残されています。 

国においても令和５年度に「女性版骨太の方針 2023（女性活躍・男女共同参画

の重点方針 2023）」を政府決定し、経済分野をはじめ、女性の健康支援、政治分野、

地域の分野等についても重点的に取り組んでいく事項を定めました。 

このような状況をふまえ、このたび策定しました「第３次鈴鹿市男女共同参画基本

計画」においては、「政策・方針決定過程」と「就労」における男女共同参画を重要施

策と位置づけ、これまで以上に男女共同参画社会の推進を図ってまいります。 

また、民学官一体となって取り組んでいる「SUZUKA 女性活躍推進連携会議」を

はじめ、市民の皆さま、事業者の皆さまと一丸となって各事業に取り組み、「誰もが

個性と能力を発揮し、夢を持って暮らせるまち鈴鹿」の実現を目指してまいりますの

で、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、計画の策定にあたり、貴重なご意見をお寄せいただきました市民の皆様

をはじめ、ご尽力いただきました鈴鹿市男女共同参画審議会委員及び関係各位に

心からお礼申し上げます。 

 

                    令和 6年 4月 
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１ 基本計画策定の趣旨 

 

本市では、男女共同参画の推進に関し、基本目標を定め、市民、事業者及び市の

責務を明らかにするとともに、施策の基本方針を定めることによって、市民、事業

者及び市が協働し、男女共同参画社会（注 1）を実現することを目的として、2006（平

成 18）年に鈴鹿市男女共同参画推進条例を制定いたしました。そして、条例に基づ

き本市の男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、

基本計画を策定しています。 

第３次鈴鹿市男女共同参画基本計画（以下、「第３次基本計画」と表記する。）

は、2024（令和６）年度から 2031（令和 13）年度までの８年間の計画として、 これ

までの第１次鈴鹿市男女共同参画基本計画（以下、「第１次基本計画」と表記す

る。）、第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画（以下、「第２次基本計画」と表記す

る。）の取組を継承し、発展させるために新たに策定するものです。 

また、2022（令和４年）度に実施した市民アンケート調査の結果を踏まえ、成果

指標及び重要施策を見直しました。 

 

 

２ 基本計画の位置付け 

 
 (１)この計画は、男女共同参画社会基本法（注 2）第 14条に規定される市町村男女共同

参画計画に該当する計画であり、また、女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（以下、「女性活躍推進法」と表記する。）（注 3）第６条に基づく推進

計画並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下、

「ＤＶ防止法」と表記する。）（注 4）第２条の３に基づく市町村基本計画として

位置付けています。 

（２）この計画は、鈴鹿市男女共同参画推進条例第８条に基づく基本計画として位置

付けています。 

（３）鈴鹿市まちづくり基本条例が掲げる、中長期的・総合的な計画であり、今後の

まちづくりを進める上で、最も重要な計画である鈴鹿市総合計画２０３１との整

合性を図り策定しています。 
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３ 基本計画の期間 

 

2024（令和６）年度から 2031（令和 13）年度までの８年間とします。 

 ただし、社会情勢の変化や計画の進捗状況等によっては、上記の期間に関わら

ず必要に応じて見直しを行います。 

 
 

 

４ 基本計画策定の背景 

 

1975（昭和 50）年、国連が女性の地位向上を目指して設けた国際婦人年をスタ

ートに男女共同参画に関する世界の動きが始まりました。1979（昭和 54）年には

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（以下、「女子差別撤廃条

約」と表記する。）（注 5）が採択されました。また、2015年（平成 27）年には、国

連サミットで「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」における 2030（令和

12）年までに達成すべき国際社会全体の開発目標であり、17 のゴール（目標）と

169 のターゲットで構成される SDGｓ（持続可能な開発目標）が採択され、特にゴ

ール５として「ジェンダー平等の実現」が掲げられるとともに、「ジェンダー平

等の実現と女性・女児の能力強化（エンパワーメント）（注 6）は、すべての目標と

ターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」（外務

省訳より引用）と宣言されています。  

我が国における男女共同参画への取組は、1985（昭和 60）年の女子差別撤廃条

約の批准を契機に本格的にスタートしました。雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律（以下、「男女雇用機会均等法」と表記す

鈴鹿市総合計画２０３１ 

第３次鈴鹿市男女共同参画基本計画 

 

法律 

男女共同参画社会基本法 

女性活躍推進法  ＤＶ防止法 

市条例 

鈴鹿市男女共同参画

推進条例 

…（市の最上位計画） 
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る。）（注 7）の改正など法整備を進める中で 1999（平成 11）年に男女共同参画社会

基本法が制定され、男女共同参画社会の実現は 21 世紀の最重要課題の一つである

と位置付けられました。また、５年に１度、施策の基本的な方向性や成果目標な

どを示す男女共同参画基本計画を策定するとともに、政府全体として当該年度及

び翌年度に重点的に取り組む事項を女性版骨太の方針（女性活躍・男女共同参画

の重点方針）として決定しています。しかし、国際社会における推進状況と比較

すると、政治・経済分野を中心に遅れたものとなっており、世界経済フォーラム

が 2023（令和５）年に発表したジェンダー・ギャップ指数（各国の男女間格差を

数値化したもの）は、146か国中 125位と過去最低となっています。 

三重県においては、1979（昭和 54）年に県内行動計画策定後、継続して取り組

み、 2000（平成 12）年に三重県男女共同参画推進条例を制定しました。2021（令

和３）年に策定した第３次三重県男女共同参画基本計画では、多様な主体との連

携・協働により男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

着実に男女共同参画社会の実現を図ると掲げています。 

本市では、国や県の動きに呼応し、1997（平成９）年に鈴鹿市男女共同参画プ

ランを策定、2002（平成 14）年には鈴鹿市男女共同参画センターを開設しまし

た。その後、2006（平成 18）年に鈴鹿市男女共同参画推進条例を制定、2010（平

成 22）年には第１次基本計画を策定し、2012（平成 24）年に鈴鹿市男女共同参画

都市宣言を行いました。また、2015（平成 27）年に制定された女性活躍推進法を

受け、民学官が一体となって女性の能力を十分に発揮できる仕組みづくりを推進

するための協議会としてＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議（注 8）を設立しまし

た。2016 年（平成 28）年には、第２次基本計画を策定し、あらゆる分野における

男女共同参画の推進を重点課題として取り組みながら今日に至っています。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

国際女性デーのシンボルフラワー「ミモザ」 

３月８日は国際女性デーです。「国際女性デー」の 

シンボルとされているのが「ミモザの花」で、 

イタリアでは、男性が恋人だけではなく、女性に 

日頃の感謝の気持ちを込めて、ミモザの花束を 

贈る習慣があります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 西暦 

(元号) 
世界の動き 日本の動き 三重県の動き 鈴鹿市の動き 

1975 年 

(S50) 

・国際婦人年 

・第 1回世界女性会議開催 

・1976 年から 10 年間を

「国連婦人の十年」と決

議（第 30 回国連総会） 

   

1976 年 

(S51) 

・ILO（国際労働機関）に

婦人労働問題担当を設置 

・民法改正（離婚後の氏の選

択） 

  

1977 年 

(S52) 

 ・国内行動計画 策定 ・婦人関係行政推進連

絡会議設置 

 

1979 年 

(S54) 

・国連第 34 回総会「女子

差別撤廃条約」採択 

 ・県内行動計画 策定  

1984 年 

(S59) 

 ・第１回日本女性会議 開催   

1985 年 

(S60) 

・第 3回世界女性会議開催

「婦人の地位向上のため

のナイロビ将来戦略」採

択 

・国籍法 改正 

・男女雇用機会均等法 公布 

・女子差別撤廃条約 批准 

  

1987 年 

(S62) 

 ・西暦 2000 年に向けての新国

内行動計画 策定 

・みえの第 2 次行動計

画(ｱｲﾘｽﾌﾟﾗﾝ) 策定 

 

1991 年 

(H3) 

 ・育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（以下、

「育児・介護休業法」と表記

する。）公布 

・西暦 2000 年に向けての新国

内行動計画 第 1 次改定 

『男女共同参加→男女共同参

画』 

  

1992 年 

(H4) 

   ・市民対話課に婦人行

政係設置 

1994 年 

(H6) 

 ・総理府に男女共同参画室設

置 

・男女共同参画審議会設置

（政令） 

・三重県女性センター

開館 

・男女共同参画室設置 

・男女共同参画審議会

設置(政令) 

・男女共同参画推進本

部設置 

1995 年 

(H7) 

・第 4回世界女性会議開催

「北京宣言及び行動綱

領」採択 

 ・みえの男女共同参画

推進プランーアイリス

プラン 21(第 3 次行動

計画)策定 

・鈴鹿市女性問題懇話

会設置 

1997 年 

(H9) 

 ・男女共同参画審議会設置法

公布、男女共同参画審議会設

置(法律) 

・男女雇用機会均等法 改正 

・介護保険法 公布 

 ・鈴鹿市男女共同参画

プラン 策定 

・人権啓発課女性行政

係に組織変更 

1998 年 

(H10) 

  ・アイリス 21 推進連

携会議設置 

 

1999 年 

(H11) 

 ・男女共同参画社会基本法 

公布 

・男女雇用機会均等法 改正 

  

2000 年 

(H12) 

・国連特別総会「女性

2000 年会議」 

・男女共同参画基本計画 策

定 

・三重県男女共同参画

推進条例 制定 

・「日本女性会議2000

津」開催 

 

2001 年 

(H13) 

 ・内閣府に男女共同参画会議

設置、男女共同参画局設置 

・ＤＶ防止法公布 

・第 1 回男女共同参画週間 

・閣議決定「仕事と子育ての

両立支援策の方針について」 

・三重県男女共同参画

審議会設置 

・女性センターを男女

共同参画センターに改

称 

・人権啓発課男女共同

参画室に組織変更 

（第３次三重県男女共同参画基本計画 参考資料などを基に作成） 

＊ 国際婦人年からの世界、日本、三重県、鈴鹿市の動き 
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西暦 

(元号) 
世界の動き 日本の動き 三重県の動き 鈴鹿市の動き 

2002 年 

(H14) 

  ・三重県男女共同参画

基本計画 策定 

・鈴鹿市男女共同参画

センター開館 

・市長公室男女共同参

画センターに組織変更 

2003 年 

(H15) 

 ・男女共同参画推進本部決定

「女性のチャレンジ支援策の

推進について」 

 ・鈴鹿市男女共同参画

審議会設置 

2004 年 

(H16) 

 ・ＤＶ防止法 改正 

・ＤＶ防止法に基づく基本方

針 策定 

 ・生活安全部男女共同

参画課に組織変更 

2005 年 

(H17) 

・第 49 回国連婦人の地位

委員会「北京＋10」 

・男女共同参画基本計画（第 2

次） 策定 

・女性の再チャレンジ支援プ

ラン 策定 

 ・鈴鹿市男女共同参画

プラン改定版 策定 

2006 年 

(H18) 

 ・男女雇用機会均等法 改正 

・女性の再チャレンジ支援プ

ラン 改定 

・三重県ＤＶ防止及び

被害者保護・支援基本

計画 策定 

・鈴鹿市男女共同参画

推進条例 制定 

2007 年 

(H19) 

 ・ＤＶ防止法 改正 ・三重県男女共同参画

基本計画 改訂 

 

2008 年 

(H20) 

 ・男女共同参画推進本部決定

「女性の参画加速プログラ

ム」 

・ワーク・ライフ・バランス

(注 9)元年 

  

2010 年 

(H22) 

・第 54 回国連婦人の地位

委員会「北京＋15」 

・第 3 次男女共同参画基本計

画 策定 

 ・（第１次）鈴鹿市男

女共同参画基本計画 

策定 

2011 年 

(H23) 

  ・第 2 次三重県男女共

同参画基本計画 策定 

 

2012 年 

(H24) 

   ・男女共同参画センタ

ー開設 10 周年 

・「鈴鹿市男女共同参

画都市宣言」 

2015 年 

(H27) 

・第 59 回国連婦人の地位

委員会「北京＋20」 

・女性活躍推進法 公布 

・第 4 次男女共同参画基本計

画 策定 

・第 2 次三重県男女共

同参画基本計画（改定

版）策定 

・SUZUKA 女性活躍推

進連携会議 設立 

2016 年 

(H28) 

・伊勢志摩サミット開催

「女性の能力開花のため

の G7行動指針」等合意 

・育児・介護休業法 改正  ・第 2 次鈴鹿市男女共

同参画基本計画 策定 

2018 年 

(H30) 

 ・政治分野における男女共同

参画の推進に関する法律 公

布・施行 

  

2019 年 

(R1) 

 ・女性活躍推進法等の一部改

正 

  

2020 年 

(R2) 

・第 64 回国連婦人の地位

委員会「北京＋25」 

・第５次男女共同参画基本計

画 策定 

 ・第 2 次鈴鹿市男女共

同参画基本計画改定版 

策定 

2021 年 

(R3) 

 ・育児・介護休業法 改正 

・政治分野における男女共同

参画の推進に関する法律 改

正 

・第３次三重県男女共

同参画基本計画 策定 

 

2022 年 

(R4) 

 ・女性活躍推進法 改正 

・育児・介護休業法 改正 

 ・男女共同参画センタ

ー開設 20 周年 

2023 年 

(R5) 

・G7 栃木県・日光男女共

同参画・女性活躍担当大

臣会合 

   

2024 年 

(R6) 

   ・第 3 次鈴鹿市男女共

同参画基本計画 策定 
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1 条例や実施計画との関係 

 

■ 目的 

鈴鹿市男女共同参画推進条例第１条の「男女共同参画社会の実現」を目的とし

ます。 

なお、鈴鹿市総合計画２０３１においては、ビジョン６「みんなで支える 自

分らしく生きるまち」の中に掲げています。 

 
 
男女共同参画社会の実現 

 

 

■ 目標 

鈴鹿市男女共同参画推進条例第３条に掲げる事項を総合的に推進するため、鈴

鹿市男女共同参画都市宣言から『誰もが個性と能力を十分に発揮し、夢を持って

暮らせるまち「鈴鹿」』を目標とします。 
 
 

誰もが個性と能力を十分に発揮し、夢を持って暮らせるまち「鈴鹿」 

 

 

■ 課題 

鈴鹿市男女共同参画推進条例第９条に基づき、課題を以下の３つにまとめま

す。 

 
 

Ⅰ 男女共同参画に関する意識の普及と向上 

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

Ⅲ ジェンダー（注 10）の視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援 
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■ 施策と単位施策 

この課題に基づいて、施策を 12ページのとおり、単位施策を 13ページのとおり

それぞれ定めます。 

 

■ 事業 

この基本計画を実効あるものとして総合的に推進していくため、各施策につい

て具体化した事業を実施します。また、事業概要と指標をまとめ、実施計画を策

定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策の進行管理と評価 

   この基本計画に掲げる施策の進行管理は、毎年の事業実施報告で行います。 

評価は、鈴鹿市男女共同参画推進本部会議による内部評価と鈴鹿市男女共同

参画審議会による外部評価で行います。 

  

■ 目的 

■ 目標 

(鈴鹿市男女共同参画都市宣言) 

■ 課題 

■ 施策 

■ 単位施策 

■ 事業 

条例

基本計画

実施計画
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＊ 計画の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

目 標 課 題 目 的 

男 

女 

共 

同 

参 

画 

社 

会 

の 

実 

現 

誰
も
が
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、
夢
を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
「
鈴
鹿
」 

(1)男女共同参画に関する意識の啓発  

 
(1)政策・方針決定過程における 

(2)      男女共同参画 ※★ 

(2)就労における男女共同参画 ※★ 

(3)地域における男女共同参画 ※ 

(4)家庭における男女共同参画 ※ 

(5)教育における男女共同参画  

 

※女性活躍推進法に基づく推進計画 

として位置付ける項目 

 ★重要施策 

(1)自尊感情と人権意識の向上 ※ 

(2)生涯にわたる心身の健康に 

関する啓発  

 

※DV防止法に基づく推進計画 

として位置づける項目 

施 策 

Ⅰ
 

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る 

意
識
の
普
及
と
向
上 

Ⅱ
 

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

Ⅲ
 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
立
っ
た 

 
 
 

人
権
尊
重
と
性
差
に
応
じ
た
健
康
支
援 

重点課題 
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(1)男女共同参画に関する意識の啓発  

1 性別による固定的役割分担意識の解消 

2 市の制度・施策における男女共同参画 

3 一人ひとりの生き方を尊重する地域づくり 

単 位 施 策 

(1)政策・方針決定過程における男女共同参画  

1審議会等委員への女性の登用率向上 

2 行政や企業等組織における女性登用促進 
 
(2)就労における男女共同参画  

1 雇用における男女の格差解消 

2 ワーク・ライフ・バランスの推進 

3 ライフステージに応じた就労支援 

4 女性の自立・起業等への支援 

5 育児・介護休暇等の取得促進 
 
(3)地域における男女共同参画  

1 男女がともに参画する地域活動 

2 防災分野における男女共同参画の推進 
 
(4)家庭における男女共同参画  

1 家庭生活で育む男女共同参画 

2 男性の家庭参画を促進する学習機会の充実 
 
(5)教育における男女共同参画  

1 人権尊重意識を高める教育・保育の充実 

2 多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

3 メディア・リテラシーの向上 

(1)自尊感情と人権意識の向上  

1 自尊感情を高める相談事業の充実 

2 ＤＶやセクハラ等への対応 
 
(2)生涯にわたる心身の健康に関する啓発  

1 心身の健康支援 

2 性に関する正しい知識の普及 

  男女共同参画に関する意識の普及度 目標値：76 ％ 成果指標 
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2022（令和４）年度男女共同参画に関するアンケート調査結果（巻末資料） 
前回調査：2018（平成 30）年実施 

２ 成果指標と重点課題・重要施策 

 

■ 成果指標 

市民アンケート調査（2022（令和４）年度実施）の結果では、「夫は外で働き、

妻は家庭を守るべきである」という性別による固定的役割分担意識（注 11）について、

「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」と答えた人の割合は 74.6％

であり（下記グラフ参照）、前回調査（2018（平成 30）年度実施）結果（65.5％）

と比較して 9.1 ポイント増加しました。男女別ではそれぞれ、女性が 8.6 ポイン

ト、男性が 9.1 ポイント増加しました。しかし、依然として４人に１人の割合で

市民の中に性別による固定的役割分担意識が残る結果であり、市内全域に広く男

女共同参画に関する意識を浸透させる必要があることから、引き続き「男女共同

参画に関する意識の普及度」を成果指標とします。 

また、鈴鹿市総合計画２０３１においては、男女共同参画社会の実現に関する

成果指標として位置付けます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.0 

49.8 

58.9 

54.9 

20.5 

19.7 

19.6 

19.7 

27.0 

21.9 

18.1 

19.4 

4.2 

5.0 

1.6 

3.3 

3.4 

3.6 

1.8 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=1056)

男性

(n=416)

女性

(n=562)

全体

(n=1006)

そう思わない どちらかといえばそう思わない

どちらかといえばそう思う そう思う

わからない

「夫は外で働き妻は家庭を守る」という考え方についてどう思うか 
 

男女共同参画に関する意識の普及度 目標値：76 ％ 
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■ 重点課題 

市民アンケート調査（2022（令和４）年度）では、男女の地位の平等感につい

て家庭・職場・学校教育・地域の各分野で前回調査より向上しているものの、学

校教育の分野以外は依然として４割を下回っており、社会全体では前回調査を下

回る結果となりました。あらゆる分野において男女共同参画を推進することで、

一人ひとりの男女共同参画に関する意識を向上させ、ひいては市全体の男女共同

参画に関する意識の普及度の向上につながることから、「第３次基本計画」でも

引き続き課題Ⅱ「あらゆる分野における男女共同参画の推進」を重点課題と位置

付けます。 
 

■ 重要施策 

市の審議会等における女性委員の割合は、第２次基本計画策定時（2016（平成

28）年度）と比較し 4.3 ポイント増加し、2022（令和４）年度末時点で 43.4％ま

で上昇しました。本計画では女性委員の登用率 50％を目指すこととし、引き続き

本市の政策や方針の決定過程への女性の参画を進めるとともに、自治会活動や政

治分野などあらゆる分野における政策・方針決定過程でも男女共同参画が進むよ

う、啓発等の取組が必要です。 

また、職場における男女の地位の平等感も依然として３割を下回っており、雇

用における男女間の格差解消や男女ともに働きやすい職場風土の醸成などワー

ク・ライフ・バランスの推進等の取組が必要です。 

これらのことから、施策１「政策・方針決定過程における男女共同参画」と施

策２「就労における男女共同参画」を重要施策として、より実効性のある事業計

画を策定し重点課題に取り組みます。 

  

 【重点課題】 

    課題Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

 【重要施策】 

    前期実施計画（１）政策・方針決定過程における男女共同参画 

          （２）就労における男女共同参画       

    

17.7 18.0 

26.0 27.6 
30.0 32.5 

35.2 36.1 
39.1 

40.6 
40.9 42.1 42.7 42.8 

43.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

審議会等への女性委員登用率
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（参考）ＳＤＧｓの各ゴール 

 

 

目標１ 貧困をなくそう 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を

終わらせる 
 

目標２ 飢餓をゼロに 
飢餓を終わらせ、食料安全保障およ

び栄養の改善を実現し、持続可能な

農業を促進する 

 目標３ すべての人に健康と

福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する 

 目標４ 質の高い教育をみん

なに 
すべての人に包摂的かる公正な質の

高い教育を確保し、生涯学習の機会

を促進する 

 目標５ ジェンダー平等を実

現しよう 
ジェンダー平等を達成し、すべての

女性および女児のエンパワーメント

を行う 

 目標６ 安全な水とトイレを

世界中に 
すべての人々の水と衛生の利用可能

性を持続可能な管理を確保する 

 目標７ エネルギーをみんな

にそしてクリーンに 
すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的なエネルギーへ

のアクセスを確保する 

 
目標８ 働きがいも経済成長

も 
包摂的かつ持続可能な経済成長およ

びすべての人々の完全かつ生産的な

雇用と働きがいのある人間らしい雇

用を促進する 

 目標９ 産業と技術革新の基

盤をつくろう 
強靭なインフラ構築、包摂的かつ持

続可能な産業化の促進およびイノベ

ーションの推進を図る 

 目標 10 人や国の不平等をな

くそう 
国内および各国家間の不平等を是正

する 

 目標 11 住み続けられるまち

づくりを 
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な

都市および人間居住を実現する 

 
目標 12 つくる責任つかう責

任 
持続可能な消費生産形態を確保する 

 目標 13 気候変動に具体的な

対策を 
気候変動およびその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる 

 目標 14 海の豊かさを守ろう 
持続可能な開発のために、海洋・海

洋資源を保全し、持続可能な形で利

用する 

 
目標 15 陸の豊かさも守ろう 
陸域生態系の保護、回復、持続可能

な利用の促進、持続可能な森林の経

営、砂漠化への対処ならびに土地の

劣化の阻止・回復および生物多様性

の損失を阻止する 

 

目標 16 平和と公正をすべて

の人に 
持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し、すべての人々に

司法へのアクセスを提供し、あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任

のある包摂的な制度を構築する 

 目標 17 パートナーシップで

目標を達成しよう 
持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシ

ップを活性化する 

  

  
（第３次三重県男女共同参画基本計画の参考資料を基に作成） 
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  課題と施策 
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課題Ⅰ 男女共同参画に関する意識の普及と向上 

 

男女共同参画の概念は、性別にとらわれず、互いを認め合い、個々の個性と能

力を十分に発揮できるという、すべての活動の根幹にあるべき考え方です。少子

高齢化と人口減少が進む現代社会において、この意識の醸成が、今後、社会の活

力の維持と成長に大きく関与すると言っても過言ではありません。市民アンケー

ト調査（2022（令和４）年度実施）の結果では、「男女共同参画」という言葉の

認知度は 72.7％と、前回調査（2018（平成 30）年度実施）より 0.9 ポイント上昇

しました。 

また、鈴鹿市男女共同参画センター（ジェフリーすずか）について、「利用し

たことがある」「名前は知っているが利用したことはない」と回答した人の割合

は 59.5％であり、前回調査の 56.9％から 2.6 ポイント上昇しました。今後も、ジ

ェフリーすずかを本市の男女共同参画の活動拠点として、男女共同参画の重要性

を広く市民に発信するとともに、男女共同参画に関する意識を向上させるための

効果的な啓発活動等に取り組む必要があります。 

課題Ⅰでは、鈴鹿市全体の男女共同参画に関する意識の底上げを目的として、

その普及と向上を目指した施策に取り組みます。 

そして、男女共同参画に関する意識調査で最も象徴的な質問である「男は仕事、

女は家庭」という性別による固定的役割分担意識については、否定的な回答をし

た人の割合は 74.6％であり、前回調査の 65.5％から 9.1 ポイント上昇しました。

女性においては 69.9％から 78.5％へと 8.6 ポイント、男性においては 60.4％から

69.5％へと 9.1 ポイント上昇しており、性別による固定的役割分担意識の変化が

進んでいる状況が伺えます。しかし、依然として全体の２割強が性別による固定

的役割分担意識を持っており、そこへ働きかけていく方法を検討し、今後も男女

共同参画に関する意識を浸透させる取組の継続が必要です。 
 

 

 

施策（1）男女共同参画に関する意識の啓発 

 

単位施策 1 性別による固定的役割分担意識の解消 

男女共同参画に関する基本的な学習機会の提供や啓発活動に努めるとともに、

様々な情報ツールを活用して、より効果的な広報活動と情報発信を展開しま

す。 

 

担当課 情報政策課、男女共同参画課 
 

 

第３章 課題と施策 
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単位施策 2 市の制度・施策における男女共同参画 

市職員の男女共同参画に関する意識を高めるとともに、市の制度や施策に男

女共同参画の視点を取り入れます。 

 

担当課 全課 

 

単位施策 3 一人ひとりの生き方を尊重する地域づくり 

古くからの慣習や伝統文化を尊重しつつ、男女共同参画の新しい視点で見直

し、性別に関わらず、誰もが参画できる地域コミュニティの形成を目指しま

す。 

 

担当課 地域協働課、人権政策課、男女共同参画課、市民対話課、 
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｢男女共同参画」という言葉を知っているか

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った
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19.1 
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前回調査全体(n=1039)

男性(n=413)

女性(n=560)

全体(n=995)

利用したことがある 名前は知っているが、利用したことはない 知らない

2022（令和４）年度男女共同参画に関するアンケート調査結果（巻末資料） 
前回調査：2018（平成 30）年実施 

「鈴鹿市男女共同参画センター（ジェフリーすずか）」を知っているか 
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課題Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

 

男女共同参画社会を実現するためには、あらゆる分野において男女が社会の構

成員としてともに参画し、責任を担う社会づくりが必要です。世界経済フォーラ

ムが発表した 2023 年版「ジェンダー・ギャップ報告書」では、日本の総合順位

は、146か国中 125位（前回は 116位）で、これは 2006年の発表開始以来、最低

の順位です。この指数は、「経済」「教育」「健康」「政治」の 4 分野における

男女格差を総合して割り出しています。日本は「経済」と「政治」の分野で指導

的な立場にいる女性が少ないため、順位が低くなっています。 

また、新型コロナウイルス感染症は特に女性の就業面に大きな影響を与えまし

たが、他方で、情報通信業等は雇用が増加し、その他の業種でもデジタル人材の

需要が高まる中で、デジタル化社会に対応した女性のデジタルスキルの向上と就

労支援が重要となっています。 

さらに、近年、地球規模での気候変動による大規模自然災害が多発しており、

東海地域においても南海トラフ巨大地震等が危惧されています。災害時に備え平

時からの地域の自助力・共助力の重要性が唱えられてきていることからも、防災

分野での女性の参画が必要です。 

今後も、社会情勢の変化により生じる影響について、各分野の事業を通して課

題を見いだし、改善に向けて対応策を講じる必要があります。 

課題Ⅱでは、あらゆる分野における男女共同参画の推進を目指し、社会情勢に

応じた実効性のある施策に取り組みます。  

 

 

 

施策（１）政策・方針決定過程における男女共同参画 

 

単位施策１ 審議会等委員への女性の登用率向上 

全審議会等における女性委員の登用率のさらなる向上に取り組みます。ただ

し、市の制度・施策に市民の意見を公平に反映させるため、各審議会等にお

いて、男女比率の適正化に努めます。 

 

担当課 審議会等担当課 

 

単位施策２ 行政や企業等組織における女性登用促進 

行政や民間企業、地域など、あらゆる組織や団体の政策・方針決定過程や指

導的立場に女性の参画が進むよう関係機関に働きかけます。また、各機関が

計画的に人材育成に取り組めるよう、情報提供や支援体制の充実に取り組み

ます。 

 

担当課 人事課、地域協働課、産業政策課、学校教育課 
  

重点課題 

重要施策 
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2022（令和４）年度男女共同参画に関するアンケート調査結果（巻末資料） 
前回調査：2018（平成 30）年実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 30年度男女共同参画に関するアンケート調査結果（巻末資料） 
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施策（２）就労における男女共同参画 

 

単位施策 1 雇用における男女の格差解消 

男女格差を是正するため、雇用における男女の均等な機会と待遇の平等性の

確保、就労における男女共同参画を推進するための啓発やそれを促す仕組み

の構築に取り組みます。 

 

担当課 人事課、産業政策課、消防総務課 

 

単位施策 2 ワーク・ライフ・バランスの推進 

少子高齢化や人口減少、デジタル化が進む社会の中で男女がともに生きがい

を持って暮らし続けるために、多様な働き方を可能とするなど、ワーク・ラ

イフ・バランスを推進するための意識啓発と仕組みづくりに取り組みます。 

 

担当課 人事課、産業政策課 

 

単位施策 3 ライフステージに応じた就労支援 

Ｌ字カーブ（注 12）と呼ばれる女性の働き方の背景にある課題を検証し、子育て

支援や介護支援の充実、ライフステージに応じた就労支援や情報提供に取り

組みます。 

 

担当課 子ども政策課、子ども育成課、長寿社会課 

 

単位施策 4 女性の自立・起業等への支援 

デジタル分野や農業分野等、女性の就労機会を拡大するため、関係機関と連

携し、スキルアップに関する講座の開催、情報提供、支援制度の周知に取り

組みます。 

 

担当課 男女共同参画課、商業観光政策課、農林水産課、農業委員会事務局 

 

単位施策 5 育児・介護休暇等の取得促進 

男女を問わず、育児や介護を行う就労者が仕事と家庭生活の両立を図ること

ができるよう、育児・介護休暇等の取得を促進する仕組みづくりや意識啓発、

職場の環境整備に取り組みます。 

 

担当課 人事課、産業政策課  

 
 

 

 

 
  

重要施策 
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2022（令和４）年度男女共同参画に関するアンケート調査結果（巻末資料） 
前回調査：2018（平成 30）年実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策（３）地域における男女共同参画 

 
単位施策 1 男女がともに参画する地域活動 

地域における様々な活動にあらゆる世代の男女がともに参画することを促進

し、男女共同参画の視点に立った「自助」「共助」「公助」のまちづくりを

目指します。  

 

担当課 地域協働課、スポーツ課  

 

単位施策 2 防災分野における男女共同参画の推進 

災害対策や復興支援の場において、女性と男性が受ける影響の違いなどへの

配慮には女性の視点が必要であることから、男女共同参画に関する意識を広

めることで、多様なニーズに対応できる防災体制の構築に取り組みます。  

 

担当課 防災危機管理課、中央消防署 
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結婚や子どもの有無にかかわらず、職業を持ち続ける

結婚や子育てなどで一時的にやめるが、大きくなったら再び職業を持つ

わからない

子どもができるまでは職業を持つが、その後は持たない

結婚するまでは職業を持つが、その後は持たない

職業は一生持たない

その他意見（個人の希望に任せる等） n=966 

 

 

女性の職業への関わり方について、どのような形が望ましいか 
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施策（４）家庭における男女共同参画 

 

単位施策 1 家庭生活で育む男女共同参画 

社会の最小単位である家庭において、日々の営みを通じて男女共同参画の意

識を育むことで、社会全体の男女共同参画に関する意識の底上げを図ります。 

 

担当課 文化振興課、子ども政策課、教育指導課 

 

単位施策 2 男性の家庭参画を促進する学習機会の充実 

性別による固定的役割分担意識の解消とともに、人口構造や家族形態などに

より変化するライフスタイルに対応できるよう、男性の家事・育児・介護に

関する情報提供や学習機会の充実に取り組みます。  

 

担当課 地域協働課、図書館、子ども政策課、子ども保健課、長寿社会課 

 
 

 

 

施策（５）教育における男女共同参画 

 
単位施策 1 人権尊重意識を高める教育・保育の充実 

ジェンダーの視点に立った教育・保育で、互いを認め合う人権意識を醸成す

るとともに、指導者に対して社会情勢に応じた研修機会の充実や情報共有に

取り組みます。 

 

担当課 子ども育成課、学校教育課、教育指導課、教育支援課  

 

単位施策 2 多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

ジェンダーに基づく固定観念にとらわれず、個々の個性や能力、希望に応じ

た進路の選択ができるよう、キャリア教育（注 13）の充実に取り組みます。  

 

担当課 教育指導課、教育支援課 

 

単位施策 3 メディア・リテラシーの向上 

個人の意識に大きな影響力を持つインターネット等のメディアにおいて、暴

力的な表現や性の商品化など、女性の人権を侵害しているケースが見受けら

れることから、メディアから発せられる様々な情報を、自ら判断し読み解く

ことができるよう、メディア・リテラシー（注 14）を向上するための啓発活動や

学習会等の充実を図ります。 

 

担当課 子ども育成課、教育支援課  
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課題Ⅲ ジェンダーの視点に立った人権尊重と 

           性差に応じた健康支援 

 

「ジェンダーの視点」とは、性差別、性別による固定的役割分担、偏見等が社

会的に作られたものであることを意識していこうとする視点をいいます。依然と

して社会的に作られた「男はこうあるべき、女はこうあるべき」といった性別に

よる固定的役割分担意識が根強く、そのような意識が原因で生きづらさを感じ、

心身の不調を招くケースも少なくないことから、男女を問わず生涯を通した健康

支援が必要となっています。また、「男性が主、女性は従」や「男性は強い、女

性は弱い」といった意識が、強者から弱者への暴力や支配となってＤＶ（注 15）や

セクハラ（注 16）などの人権侵害が引き起こされます。市民アンケート調査（2022

（令和４）年度）の結果では、何らかのＤＶを受けたことがあると回答した市民

のうち約半数が誰にも相談しなかったと回答しています。 

女性自身が自らの生命の安全と健康を守るための考え方「リプロダクティブ・

ヘルス/ライツ」（注 17）の理念を広めるとともに、ＤＶ（デートＤＶ（注 18）含む）

の被害者にも加害者にもならないための啓発事業や予防教育、支援に関する情報

提供などの充実が求められます。男女共同参画社会を実現するためには、一人ひ

とりの人権が尊重されることが大切です。 

さらに、ＬＧＢＴＱ（注 19）に関する情報提供や理解を深めるための学習機会の

充実など、多様な性のあり方について正しい理解が求められています。 

課題Ⅲでは、誰もが生きがいを感じながら自分らしく生きることができるよ

う、人権尊重と心身の健康支援に関する施策に取り組みます。 
 

 

 

施策（１）自尊感情と人権意識の向上 

 

単位施策 1 自尊感情を高める相談事業の充実 

   ジェンダーの視点に立った相談を通じて、相談者の自尊感情の向上とエンパ

ワーメントを図ります。 

 

担当課 男女共同参画課、市民対話課、子ども保健課 

 

単位施策 2 ＤＶやセクハラ等への対応 

   女性に対する暴力やセクハラは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であ

ることを周知するとともに、予防するための啓発活動に努めます。また女性相

談支援センターや児童相談所、警察等の関係機関との連携を強め、被害者の保

護と支援に取り組みます。 

 

担当課 人権政策課、男女共同参画課、子ども家庭支援課、 

健康福祉政策課、保護課  
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2022（令和４）年度男女共同参画に関するアンケート調査結果（巻末資料） 

前回調査：2018（平成 30）年実施 
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施策（２）生涯にわたる心身の健康に関する啓発 

 
単位施策 1 心身の健康支援 

ジェンダーに起因する心身の不調への理解と予防や、リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツの理念を広めるとともに、男女の特性に応じた生涯にわたる健

康支援について、学習機会の充実や啓発活動に取り組みます。  

  

   担当課 男女共同参画課、地域医療推進課  

 

単位施策 2 性に関する正しい知識の普及 

   男女が性について正しい知識を理解し、互いに尊重し合える関係を築くため

の広報や啓発に努めるとともに、発達段階に応じた適切な性教育に取り組みま

す。   

 

    担当課 男女共同参画課、子ども保健課、教育指導課 
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第４章 

  計画の推進のために 
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１ 計画の進行管理 

 

  本計画の施策を効率的かつ効果的に実施していくため、実施計画記載の事業

を定期的に評価・検証し、次年度以降の施策の推進に反映します。また、「計

画（Ｐｌａｎ）」「実行（Ｄｏ）」「調査・評価（Ｃｈｅｃｋ）」「改善（Ａ

ｃｔｉｏｎ）」【ＰＤＣＡサイクル】のなかで、施策・事業の実効性を高めて

いきます。 
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第４章 計画の推進のために 



 

31 

２ 推進体制 
 

 ■庁内推進体制 

この基本計画を総合的に推進していくために、鈴鹿市男女共同参画推進本

部を設置し、庁内連携を強化するとともに、あらゆる分野の政策へ男女共同

参画の視点を反映させるよう取り組みます。  

 

 ■鈴鹿市男女共同参画審議会 

鈴鹿市男女共同参画推進条例第 13 条に基づき鈴鹿市男女共同参画審議会を

設置し、市の施策の実施状況について、評価及び提言を行います。 

 

■市民、事業者、関係機関等との連携・協働 

市民・事業者・関係機関等に対して情報提供を行い、理解を深めるととも

に、連携・協働しながら基本計画の推進に努めます。また、あらゆる分野に

おける女性活躍の推進に関しては、ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議によ

り民学官が一体となって取り組み、鈴鹿市全体の男女共同参画の推進を図り

ます。 

 

■男女共同参画センターの活用 

本市の男女共同参画を進める拠点として、登録団体等と連携した男女共同

参画に関する啓発、学習事業や、関係機関等とも連携した相談事業を行うと

ともに、市民の交流の場として活用していきます。 
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注１ 男女共同参画社会 

男女共同参画社会基本法において、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社

会」と定義付けられています。 

 

注２ 男女共同参画社会基本法 

1999（平成 11）年 6月に制定されました。前文において、「少子高齢化の進展、国内経済

活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにそ

の人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題」であり、「男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と謳っています。 

 

注３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

自らの意思によって働き、又は働こうとする女性が、その個性と能力を十分に発揮しながら

活躍し、その結果、豊かで活力のある社会を実現することが、近年一層重要になっていま

す。そのために、国や地方公共団体及び事業主の責務と、女性の活躍を推進するための、事

業主の行動計画や支援措置等が、この法律で定められています。 

 

注４ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法） 

2001（平成 13）年 4月に成立し、今まで家庭内の問題として見過ごされてきた配偶者から

の暴力が社会問題として認識されるようになりました。一般的には『配偶者暴力防止法』と

呼ばれています。 

 

注５ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約） 

本条約は、1979（昭和 54）年国連総会において採択され、1981（昭和 56）年に発効しまし

た。日本は 1985（昭和 60）年に締結しています。男女の完全な平等の達成に貢献すること

を目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具体的には、

「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社

会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。非常に広範で

総合的な法規定であり、その後の女性の権利の進展の基礎となっています。 

 

注６ エンパワーメント 

人は誰もがすばらしい力を持って生まれ、生涯にわたりそのすばらしい力を発揮し続けるこ

とができるという前提のもと、そのすばらしい力を引きだすことをエンパワーメントといい

ます。男女共同参画の分野では、女性が自己決定能力を養い、社会のあらゆる分野で意思決

定過程に参画するための「力をつけること」を意味することもあります。また、個人的に力

をつけるだけでなく、連携して力をつけていくという意味合いも持っています。 
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注７ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会

均等法） 

就職や仕事の上での男女差別を禁止する法律です。募集・採用・配置・昇進・賃金などにつ

いての男女差別の禁止、職場のセクハラの禁止や、セクハラ予防の義務など、男女の働く権

利を守る様々なことが規定されています。 

 

注８ ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議 

あらゆる分野における女性の参画を促進し、その人材育成や積極的登用などに、民学官が一

体となって取り組むための協議会。市内の企業、各種団体、高等教育機関等を構成員とし、

情報共有や意見聴取等を行うことで、女性活躍推進のための事業に活かすことを目的として

います。 

 

注９ ワーク・ライフ・バランス  

仕事と生活の調和と訳されます。仕事だけではなく、家事や育児介護、地域活動、趣味な

ど、私生活も充実させることにより、仕事と私生活のバランスを保つことです。 

 

注 10 ジェンダー 

「男らしさ、女らしさ」といった社会的・文化的につくられた男女の違いのことで、生物学

的な性差とは区別されています。「男は仕事、女は家事・育児」という性別による固定的役

割分担意識は、このジェンダーによってもたらされたものです。 

 

注 11 性別による固定的役割分担意識 

「男は仕事、女は家事・育児」というように、性別によって家庭、職場などあらゆる場面で

役割を分業・分担するという考え方をいいます。日本においては、こうした男女に対する固

定的な役割分担意識が根強く残っています。 

 

注 12 Ｌ字カーブ 

我が国の男女共同参画の現状は、いわゆる「M字カーブ」の問題は解消に向かい、女性役員

数なども増加しているものの、国際的に見て立ち遅れています。特に、出産を契機に、女性

が非正規雇用化する、いわゆる「L字カーブ」の存在に象徴されるように、様々なライフイ

ベントに当たりキャリア形成との二者択一を迫られるのは多くが女性であり、その背景に

は、長時間労働を中心とした労働慣行や女性への家事・育児等の無償労働時間の偏り、それ

らの根底にある性別による固定的役割分担意識など、構造的な課題が存在します。 

 

注 13 キャリア教育  

一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通し

て、キャリア（経験）発達を促す教育のことです。 

 

注 14 メディア・リテラシー  

私たち自身が、テレビ、インターネット、新聞、ラジオ、雑誌、マンガ、ポピュラー音楽、

映画、ビデオ、ゲーム等のあらゆるメディアを使いこなし、メディアの提供する情報を読み

解く能力のことをいいます。 
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注 15 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者、恋人その他の親密な関係にある者（過去において配偶者、恋人その他の親密な関係

にあった者を含む。）に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的な言動のことをいいます。 

 

注 16 セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）  

性的いやがらせのことです。タイプとしては大きく 2つに分類され、性的ないやがらせ等を

拒否したことにより不利益な扱いを受ける「対価型」と、性的ないやがらせにより就業環境

が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じる「環境型」タイプがあるといわれ

ています。 

 

注 17 リプロダクティブ・ヘルス / ライツ  

「性と生殖に関する健康と権利」と訳されます。身体的、精神的、社会的に良好な状態にあ

り、安全な性生活を営み、子どもをいつ何人産むか、または産まないかなどを、当事者であ

る女性に幅広い自己決定権を認めようとする考え方で、妊娠、出産、中絶に関わる女性の生

命の安全や健康を重視したものです。 

 

注 18 デートＤＶ 

交際中のカップル間に起こるＤＶのことです。身体や心への暴力はもちろん、束縛も相手を

支配しようとする暴力として含まれます。 

 

注 19 ＬＧＢＴＱ 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、ト

ランスジェンダー（生まれた時の性別と自認する性別が一致しない人）、クエスチョニング

（自分自身のセクシュアリティを決めない、分からない人）の頭文字をとった総称です。誰

もが性のあり方には様々な形があることを知り、多様な生き方を認め合う社会となることが

望まれています。 
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誰もが個人として尊重され、法の下に平等であることは、日本国憲法が保障するところ

であって、鈴鹿市もすでに鈴鹿市人権擁護に関する条例（平成８年鈴鹿市条例第 26号）を

制定し、人権尊重の理念を明確にしているところである。しかしながら、21 世紀を迎え、

少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等社会経済情勢の急激な変化に対応するために、

すべての人が性別を超えて協働し、その持てる個性と能力を十分に発揮できる社会の実現

がいっそう要請されるようになった。 

来るべき新しい社会は、人権が十分に保障されていることに加えて、すべての人が自立

した個人として、その個性と能力を主体的に発揮することができる社会であり、それぞれ

に多様な生き方が認められる社会でなければならない。それは同時に、男女が対等の立場

で、あらゆる分野における責任を分担しあう社会でもあって、男女平等の理念を基盤とし、

性別による固定的役割分担意識やそれに基づく制度や慣行を解消することによって、はじ

めて具現化されるものと考えられる。 

このたび、鈴鹿市は、男女共同参画を新しい社会システムを構築するための重要な理念

としてとらえ、市民、事業者、他の市町村や三重県と協働して、男女共同参画社会の形成

促進を図ることを決意し、ここに、鈴鹿市男女共同参画推進条例を制定するものである。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本目標を定め、市民、事業者及び市

の責務を明らかにするとともに、施策の基本方針を定めることによって、市民、事業者

及び市が協働して男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

ともに責任を担うことをいう。 

２ この条例において「積極的改善措置」とは、社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一

方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

３ この条例において「事業者」とは、市内において営利、非営利を問わず事業を行う個

人、法人、その他団体をいう。 

 

（基本目標） 

第３条 男女共同参画を推進するための基本目標として、次の事項を設定する。 

(１) 性別により差別されることなく、個人としての能力が発揮できる機会を確保するこ

と。 

(２) 性別による固定的役割分担意識に基づく制度及び慣行を改善すること。 

(３) 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案、決定及

び実行に参画する機会を確保すること。 

(４) 男女が職業生活における活動と家庭及び地域生活における活動等を両立して行うこと

ができるようにすること。 

鈴鹿市男女共同参画推進条例 
（平成１８年６月２９日 鈴鹿市条例第２１号） 
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(５) 国際社会における男女共同参画の推進に協力し連携すること。 

 

（市民の責務） 

第４条 市民は、前条の基本目標（以下「基本目標」という。）をめざし、家庭、学校、職

場、地域等社会のあらゆる分野において、男女共同参画を積極的に推進するよう努めなけ

ればならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本目標をめざし、男女が当該事業に対等に参画する機会の確保に努め

なければならない。 

２ 事業者は、男女が、当該事業における活動と家庭生活を含むその他の活動等を両立して

行うことができる環境を整備するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や調査に積極的に協力するよ

う努めなければならない。 

 

（市の責務） 

第６条 市は、男女共同参画の推進を主要な施策として位置付け、基本目標をめざし、男女

共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し実施しなければならない。 

２ 市は、あらゆる施策を策定及び実施するに当たって、男女共同参画の推進に配慮しなけ

ればならない。 

３ 市は、市民及び事業者と協力し、連携を図りながら男女共同参画の推進に努めなければ

ならない。 

４ 市は、男女共同参画の推進に関し、国、三重県及びその他の地方公共団体と連携を図る

とともに、積極的に働きかけるよう努めなければならない。 

 

（禁止事項等） 

第７条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(１) 性別を理由とした差別的扱い 

(２) 相手の意に反した性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、又は不利益を与えること。 

(３) 配偶者、恋人その他の親密な関係にある者（過去において配偶者、恋人その他の親密

な関係にあった者を含む。）に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的な言動 

２ 市は、前項の行為及び性別による固定的役割分担意識を助長する行為等を防止するため、

広報その他の必要な措置をとらなければならない。 

 

（基本計画の策定） 

第８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男

女共同参画の推進に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を策定する。 

２ 市長は、基本計画の策定に当たっては、第 13 条第１項の鈴鹿市男女共同参画審議会に

意見を求めると同時に、広く市民の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

（基本計画に定める事項） 
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第９条 基本計画は、次に掲げる事項について定める。 

(１) 政策・方針決定過程における男女間の格差を改善するための必要な事項 

(２) 男女共同参画の推進に関する啓発及び広報等に関する必要な事項 

(３) 性別による固定的役割分担意識に基づく制度及び慣行を改善するための必要な事項 

(４) 教育の場における男女共同参画の推進に関する必要な事項 

(５) 労働の場における男女共同参画の推進に関する必要な事項 

(６) 職業生活における活動と家庭及び地域生活における活動等の両立支援に関する必要な

事項 

(７) 男女共同参画施策に関する苦情及び相談に対応するための必要な事項 

(８) 男女共同参画の推進に関し、マスメディアとの連携を図る事項 

(９) 男女共同参画の推進に資するための調査及び研究に関する必要な事項 

(10)  前各号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する必要な事項 

 

（積極的改善措置等必要な措置） 

第 10条 市は、積極的改善措置を推進しなければならない。 

２ 市は、事業者が積極的改善措置を講ずるための必要な情報提供及び支援を行うものとす

る。 

 

（推進体制の整備等） 

第 11条 市は、基本計画に基づく施策を実施するために必要な体制整備に努めると 

ともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（年次報告） 

第 12 条 市長は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について報告書を作成し、

公表するものとする。 

 

（男女共同参画審議会） 

第 13条 市長は、鈴鹿市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(１) 基本計画に関して意見を述べること。 

(２) 市長の諮問に応じ、男女共同参画に関する基本的かつ重要な事項を調査審議すること。 

(３) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について評価を行うこと。 

３ 審議会は、前項に規定する事務を行うほか、男女共同参画に関する重要な事項について、

市長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、市長が任命する委員 10人以内で組織する。 

５ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の 10 分の４未満と

ならないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限り

でない。 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再

任を妨げない。 

７ 審議会の運営等について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

（委任） 

第 14 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 
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（別表） 

15 鈴鹿市男女共同参画推進本部 

目的 本市における男女共同参画社会の形成に関し、必要な施策の総合的かつ効

果的な推進を図る。 

所掌事務 (1) 鈴鹿市男女共同参画基本計画の策定及び改定に関すること。 

(2) 鈴鹿市男女共同参画実施計画の策定及び推進に関すること。  

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し、必要な事項 

定数 25人以内 

事務局 地域振興部男女共同参画課 

 

  

鈴鹿市庁内委員会規則 
（平成９年３月２８日規則第８号） 
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（趣旨） 

第 1 条 この要領は、鈴鹿市庁内委員会規則（平成 9 年鈴鹿市規則第 8 号）に定めるものの

ほか、鈴鹿市男女共同参画推進本部（以下「推進本部」という。）の運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２条 推進本部は、行政経営会議の構成員をもって充てる。 

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は副市長をもって充て

る。 

３ 推進本部の会議は、本部長が招集する。 

４ 会議の運営は、行政経営会議の例による。 

５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときにその職

務を代理する。 

 

（男女共同参画推進本部幹事会） 

第３条 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に男女共同参画推進本部幹事会（以下

「幹事会」という。）を置く。 

２ 幹事会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 地域振興部長 

(2) 鈴鹿市行政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７号）第７条第１項に規定する主管課

の長 

(3) 鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則（平成１６年鈴鹿市教育委員会規則第１号）第

６条第１項に規定する主管課の長 

(4) 鈴鹿市消防本部組織規則（昭和５０年鈴鹿市規則第２２号）第２条第２項に規定す

る主管課の長 

(5) 鈴鹿市上下水道局組織規程（昭和４４年鈴鹿市水道部管理規程第２号）第２条第２

項に規定する主管課の長 

(6) 地域振興部長が必要と認める者 

３ 幹事会に幹事長を置き、地域振興部長をもって充てる。 

４ 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、主宰する。 

５ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に関係職員を出席させ、意見又は説明を

求めることができる。 

６ 幹事会は、おおむね次の事項を所掌する。 

（1）推進本部の付議事項及び指示事項に関する検討及び調整 

（2）前号に掲げるもののほか、幹事長が必要と認める事項  

 

（男女共同参画推進本部専門部会） 

第４条 推進本部に男女共同参画推進本部専門部会（以下「専門部会」という。）を置く。 

２ 専門部会は、次に掲げる職員をもって組織する。 

(1) 男女共同参画課長 

(2) 鈴鹿市男女共同参画基本計画実施計画において事業を実施する課に属する職員のう

鈴鹿市男女共同参画推進本部運営要領 
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ちから市長が指名する者 

３ 専門部会に部会長を置き、男女共同参画課長をもって充てる。 

４ 専門部会は、必要に応じ、組織の全部又は一部を部会長が招集し、主宰する。 

５ 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に関係職員を出席させ、意見又は説明

を求めることができる。 

６ 専門部会は、おおむね次の事項を所掌する。  

 （1） 男女共同参画社会の形成に関する具体的な施策の協議及び検討 

 （2） 前号に掲げるもののほか、部会長が必要と認める事項 

 

（庶務） 

第５条 推進本部の庶務は、地域振興部男女共同参画課において処理する。 

 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年１１月４日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年５月２３日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年３月１日から施行する。 
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1  趣 旨 

この方策は、鈴鹿市男女共同参画基本計画（以下「基本計画」という。）に掲げる市政

への女性の参画拡大を推進するため、審議会等委員への女性の登用に関して必要な事項を

定める。 

 

２  対 象 

対象となる審議会等は、地方自治法第 138条の 4第 3項及び、第 202条の 3に規定する

附属機関、地方自治法第 180条の 5第 1項、第 3項に規定する執行機関、地方公営企業法

第 14条の規定に基づく審議会、鈴鹿市意見聴取等のための会議に関する規程及び鈴鹿市

教育委員会意見聴取等のための会議に関する規程に基づく会議（附属機関及び附属機関以

外の会議の取扱いに関するガイドライン参照）とする。 

 

３  目 標 

鈴鹿市男女共同参画基本計画に基づき、全審議会等における女性委員の登用率は 50％

を目標とする。ただし、市の制度・施策に市民の意見を公平に反映させるため、各審議会

等において、男女比率の適正化に努めるものとする。 

 

４  女性委員登用の推進方策 

積極的改善措置の考え方から、所管する審議会等委員の選任の際は、次に掲げる方策等

により、女性の積極的な登用を図るものとする。 

（１）委員の選出を関係団体へ依頼する場合は、本方策の趣旨を伝える。 

（２）専門分野に女性がいない場合は、専門分野を広義に捉えるとともに、肩書や職種にこ

だわらず女性の登用機会を広げること。 

（３）法令等の規定により職種が限定されているもの以外については、肩書や職種にこだわ

らず女性の登用機会を広げること。 

（４）団体推薦の委員については、当該団体の長等の職にある者や役員に限定せず、当該団

体の構成員の中から適任とされる女性を推薦するよう関係団体に依頼すること。 

（５）市政運営への住民参画機会の拡大を推進するために公募制を積極的に導入するととも

に、公募委員の選任に当たっては２分の１が女性委員となるよう努めること。 

（６）市の職員が委員となる場合については、その数が最少となるように見直し、その枠を

適任とされる女性に充てるよう努めること。 

 

５ 情報収集及び整備 

男女共同参画課長は、各分野の女性の人材に関する情報を収集し、女性人材リストの整

備に努めるものとする。 

 

審議会等委員への女性の登用推進方策 
(令和元年６月２８日 鈴共第 111号) 
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６  事前協議、報告、決定等 

（1） 附属機関の委員を委嘱する場合は、事前に（委嘱手続きをするまでに）審議会等委

員への女性の登用推進に関する事前協議書（別記様式１。以下「事前協議書」とい

う。）により、男女共同参画課長と協議した上で、鈴鹿市男女共同参画推進本部長

（市長）へ届出なければならない。 

（2） 附属機関の委員の決定に当たっては、起案文書に審議会等委員への女性登用推進に

関する事前協議結果の通知（承認済みのもの）を添付し、人事課長（教育委員会に

ついては教育総務課長）及び男女共同参画課長に合議の上、市長の決裁を受けなけ

ればならない。 

（3） 地方自治法 180条の 5に規定する執行機関及び附属機関以外の会議については、事

前協議の対象とはせず、委員決定後に男女共同参画課へ審議会等委員への女性の登

用推進に関する報告書（別記様式 2）を提出するものとする。 

 

７  関係団体への要請 

男女共同参画課長は、必要に応じて、団体推薦の対象としている関係団体に対し、女性

委員の積極的登用について要請するものとする。 

 

８  登用状況の公表 

男女共同参画課長は、毎年度、本方策の対象となる各審議会等における女性委員の登用

状況について男女共同参画推進本部会議に報告するとともに、市民に公表するものとす

る。 
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（目的） 

第１条 この要綱は、職員男女共同参画推進員を設置することにより、男女共同参画推進の

ための意識を各所属に浸透させ、もって男女共同参画社会形成の促進を図ることを目的とす

る。 

 

（職員男女共同参画推進員） 

第２条 職員男女共同参画推進員（以下「推進員」という。）は、次に掲げる者を各所属

（鈴鹿市行政組織条例（平成８年鈴鹿市条例第２５号）第４条に規定する地区市民センター

及び鈴鹿市行政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７号）第３条に規定する課並びに別表に定

める所属をいう。）から１名ずつ選出し、市長が任命する。 

（１）原則として副主幹の職にある者 

（２）前号の該当がない場合は、これに相当する職にある者 

 

（推進員の役割） 

第３条 推進員の役割は、次のとおりとする。 

（１）男女共同参画に関する職員の意識啓発に関すること。 

（２）市施策への男女共同参画の視点の積極的な導入に関すること。 

（３）男女が共に働きやすい職場環境づくりに関すること。 

 

（研修会の開催等） 

第４条 推進員制度の円滑な運用を図るため、推進員に対し研修会の開催、情報の提供等を

行う。 

 

（庶務） 

第５条 推進員に関する庶務は、総務部人事課において処理する。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20年 4月 21日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

 

 

鈴鹿市職員男女共同参画推進員設置要綱 

javascript:OpenResDataWin('/cgi-bin/suzuka-shi/D1W_resdata.exe?PROCID=652915390&CALLTYPE=4&REFID=40990210000700000000&KSNO=41990210006400000000&HANSUU=2')


 

47 

附 則 

この要綱は、令和元年 12月 18日から施行する。 

（但し平成 31年 4月 1日より適用） 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部局 所属 

上下水道局 経営企画課 

経理課 

営業課 

水道工務課 

下水道工務課 

水道施設課 

教育委員会事

務局 

教育総務課 

教育政策課 

学校教育課 

教育指導課 

教育支援課 

消防本部 消防総務課 

消防課 

予防課 

情報指令課 

中央消防署 

南消防署 

北分署 

西分署 

東分署 

鈴峰分署 

天名分署 

その他 会計課 

議事課 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 
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（敬称略 五十音順） 

任期：2023（令和５）年４月 1日～2025（令和７）年３月 31日 

委員氏名 所属等 備考 

秋葉 美香 公募委員  

市川 春美 鈴鹿市人権擁護委員  

内納 洋幸 鈴鹿市自治会連合会副会長 R5.6.1～ 

岡本 綾 行政書士  

蕪竹 理江 鈴鹿商工会議所（株式会社 宝輪）  

長谷川 玲子 有識者  

藤原 芳朗 鈴鹿医療科学大学教授 会長 

松本 周一 
本田技研工業株式会社鈴鹿製作所 

生産業務部 総務課長 
 

 

 

 

 

  

鈴鹿市男女共同参画審議会委員名簿 
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令和４年度版 三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課発行／令和４年４月１日現在 

令和５年度統一地方選挙後 各市町議会議員数（独自調査）／令和５年８月 31 日現在 
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（議会議員・市町における自治会長）※上位 13 市町を掲載 
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平成 27年 9月 4 日号外法律第 64号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍するこ

と（以下「女性の職業生活における活躍」とい

う。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共

同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の

基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍

の推進について、その基本原則を定め、並びに国、

地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとと

もに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性

の職業生活における活躍を推進するための支援措置

等について定めることにより、女性の職業生活にお

ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の

人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に

対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目

的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営

もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職

種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機

会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別

による固定的な役割分担等を反映した職場における

慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす

影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮でき

るようにすることを旨として、行われなければなら

ない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職す

ることが多いことその他の家庭生活に関する事由が

職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男

女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援

の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たしつ 

 

つ職業生活における活動を行うために必要な環境の

整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑

かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行

われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意さ

れなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」とい

う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施

しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者

の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の

整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国

又は地方公共団体が実施する女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策に協力しなければならな

い。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活

躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
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三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活に

おける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条

において「都道府県推進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め

られているときは、基本方針及び都道府県推進計

画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性

の職業生活における活躍の推進に関する施策につい

ての計画（次項において「市町村推進計画」とい

う。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することがで

きるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定す

る一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定す

る特定事業主行動計画（次項において「事業主行動

計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下

「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ

る事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用する

労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画

策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業

主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働

大臣に届け出なければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に

占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占

める女性労働者の割合その他のその事業における女

性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善

すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある

労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させる

ための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければなら

ない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めな

ければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう

努めなければならない。これを変更したときも、同

様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第四項から第六項までの規定は前項に

規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 
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（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の

規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

主について、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良な

ものであることその他の厚生労働省令で定める基準

に適合するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認

定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の

用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用い

る書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定める

もの（次項及び第十四条第一項において「商品等」

という。）に厚生労働大臣の定める表示を付するこ

とができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を

取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反した

とき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該事業主について、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定

した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当

該一般事業主行動計画に定められた目標を達成した

こと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十

三号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及

び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六

号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任

していること、当該女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の実施の状況が特に優良なもので

あることその他の厚生労働省令で定める基準に適合

するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）については、第

八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労 

働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準

用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の

認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消す

とき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は

虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法

律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小

事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次

項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体を

して女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようと

する場合において、当該承認中小事業主団体が当該

募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和

二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び

第三項の規定は、当該構成員である中小事業主につ

いては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の

特別の法律により設立された組合若しくはその連合

会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団

法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするも

の（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限

る。）のうち、その構成員である中小事業主に対し

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を実施するための人材確保に関する相談及び援助を

行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働

大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生

労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行った

ものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その

他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定

めるものを厚生労働大臣に届け出なければならな

い。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規

定による届出があった場合について、同法第五条の

三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二

項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、

第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の 
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四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の

規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第四十条の規定は同項の

規定による届出をして労働者の募集に従事する者に

対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及

び第四項の規定はこの項において準用する同条第二

項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準

用する。この場合において、同法第三十七条第二項

中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二

項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は

期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとす

る。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の

二の規定の適用については、同法第三十六条第二項

中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労

働者の募集に従事させようとする者がその被用者以

外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二

中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の

規定による届出をして労働者の募集に従事する者」

と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査

研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募

集の内容又は方法について指導することにより、当

該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規

定により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事

業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者

への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基

づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援

助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長

又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところによ

り、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主

行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画をい

う。以下この条において同じ。）を定めなければな

らない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取 

組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、

男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理

的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の

その事務及び事業における女性の職業生活における

活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するために改善すべき事情について分

析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけ

ればならない。この場合において、前項第二号の目

標については、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務

時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割

合その他の数値を用いて定量的に定めなければなら

ない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取

組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常

時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限

る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表し

なければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者

に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との

両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規

定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定

めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する前項各号に

掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公

表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その

事業における女性の職業生活における活躍に関する 
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第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方

を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる

情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対す

る職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両

立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創

業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他

の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他

の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に

委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法人

であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物

件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、

認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性

の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状

況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事

業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心と理解

を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓

発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外における女

性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関

する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事

業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条に

おいて「関係機関」という。）は、第二十二条第一

項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規

定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その

他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情

報を活用することにより、当該区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的

かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関に

より構成される協議会（以下「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第二十二条第三項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受け

た者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下

この項において「関係機関等」という。）が相互の

連絡を図ることにより、女性の職業生活における活

躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組につい

て協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会

の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し

必要があると認めるときは、第八条第一項に規定す 
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る一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定

一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主

に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧

告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若し

くは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽

の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又

は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表

をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主

である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、

前条の規定による勧告をした場合において、当該勧

告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨

を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二

条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定

する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長に委任

することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業

安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の

命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代 

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処

する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八

条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規

定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一

日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限

り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務

に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密

については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を

含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定

する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第二十八条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にか

かわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適

用については、この法律は、第一項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 

 

附 則  

（平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加

える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十

八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二

項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一

項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分 
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の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限

る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休

業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条

の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第

十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法

（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第

五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条

の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除

く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八

号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八

項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、

附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する

法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一

項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第

三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び

第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条

の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二

十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十

二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規

定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる

規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第

四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 

公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超

えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の施行

の状況について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

 

附 則 （令和四年三月三一日法律第一二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条

の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規

定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五

十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第一号に

掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定

（「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部

分に限る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及

び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正

規定を除く。）並びに第三条の規定（職業能力開発

促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を

加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規

定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除

く。）並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第

十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法

第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の

雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九

十八号）第四条第二項及び第十八条の改正規定並び

に同法第三十三条の改正規定（「、第十一条中「公

共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚

生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職

業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業

安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。）

並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四

条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十

月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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平成 13年 4月 13日法律第 31号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条の四） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十一条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策を講ずることが必

要である。このことは、女性に対する暴力を根絶し

ようと努めている国際社会における取組にも沿うも

のである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条

の二において「身体に対する暴力等」と総称す

る。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むもの

とする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者から

の暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上 

離婚したと同様の事情に入ることを含むものとす

る。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立

を支援することを含む。以下同じ。）を図る責務を

有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務

大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第

三項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものと

する。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策を実施するために必要な国、地方公共団体

及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策に関する重要

事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「都道府県基本計画」とい 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
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う。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策を実施するために必要な当該都道府県、関

係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関

する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本

方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「市町村基本計画」とい

う。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は

市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければなら

ない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性

相談支援センターその他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機

能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設に

おいて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものと

する。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的

又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこ

と。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ

っては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六

号、第五条、第八条の三及び第九条において同

じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を

行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の

援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その

他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センタ

ーが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその

役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正

当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間

の団体との連携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、

必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被

害者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るた

め、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その

他の関係者（第五項において「関係機関等」とい

う。）により構成される協議会（以下「協議会」と

いう。）を組織するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織

することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の

保護を図るために必要な情報の交換を行うととも

に、被害者に対する支援の内容に関する協議を行う

ものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協

議を行うため必要があると認めるときは、関係機関

等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他

必要な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事し

ていた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であ 
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った者からの身体に対する暴力に限る。以下この章

において同じ。）を受けている者を発見した者は、

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に

通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示

罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと解

釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その

者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用に

ついて、その有する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に

関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶

者暴力相談支援センターが行う業務の内容について

説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受ける

ことを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力

が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十

九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和

二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める

ところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の

配偶者からの暴力による被害の発生を防止するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面に

ついては、方面本部長。第十五条第三項において同

じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力

を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定め

るところにより、当該被害を自ら防止するための措

置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）に定める福祉に関する事務所（次条において

「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二

十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十

二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す 

るために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警

察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は

市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保

護を行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよ

う努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を

加える旨を告知してする脅迫（以下この章において

「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に限

る。以下この条並びに第十二条第一項第三号及び第

四号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身

体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者。以下この条及び第十二条第

一項第二号から第四号までにおいて同じ。）からの

更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心

身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対

し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この項において同じ。）その他

の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被

害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令

（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所

又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁

止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過す

る日までの間、被害者に対して次に掲げる行為をし

てはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付

し、通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業

法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に

規定する電気通信をいう。以下この号及び第六項第

一号において同じ。）の送信元、送信先、通信日時

その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。

以下この条において「通信文等」という。）をファ 
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クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール

の送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午

前六時までの間に、電話をかけ、通信文等をファク

シミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信

等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り得

る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する

文書、図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。以下この号にお

いて同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、

若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞

恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若

しくはその知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記

録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地

理空間情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十

三号）第二条第一項第一号に規定する位置情報をい

う。以下この号において同じ。）を記録し、又は送

信する機能を有する装置で政令で定めるものをい

う。以下この号及び次号において同じ。）（同号に

規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含

む。）により記録され、又は送信される当該位置情

報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定

める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情

報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記

録・送信装置を取り付けた物を交付することその他

その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得

る状態にする行為として政令で定める行為をするこ

と。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達

しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一

項第三号において単に「子」という。）と同居して

いるときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと

疑うに足りる言動を行っていることその他の事情が

あることから被害者がその同居している子に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、接近禁止命令

を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算し

て一年を経過する日までの間、当該子の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）、就学する学校その他の

場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該

子の住居、就学する学校その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子

に対して前項第二号から第十号までに掲げる行為 

（同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけ

ること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送

信することに限る。）をしてはならないことを命ず

るものとする。ただし、当該子が十五歳以上である

ときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族

その他被害者と社会生活において密接な関係を有す

る者（被害者と同居している子及び配偶者と同居し

ている者を除く。以下この項及び次項並びに第十二

条第一項第四号において「親族等」という。）の住

居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行って

いることその他の事情があることから被害者がその

親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めるとき

は、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生

じた日から起算して一年を経過する日までの間、当

該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この項において同じ。）そ

の他の場所において当該親族等の身辺につきまと

い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと

を命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳

未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同

意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人

である場合にあっては、その法定代理人の同意）が

ある場合に限り、することができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信

等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話

をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用

いて送信することを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等

に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条

第一号に規定する電子メールをいう。）その他のそ

の受信をする者を特定して情報を伝達するために用

いられる電気通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文

等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体

に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以

下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下

この条及び第十八条第一項において同じ。）が、配

偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者。以下この条、第十二条第二項第二号

及び第十八条第一項において同じ。）から更に身体

に対する暴力を受けることにより、その生命又は身

体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対 
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し、命令の効力が生じた日から起算して二月間（被

害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建

物又は区分建物（不動産登記法（平成十六年法律第

百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物

をいう。）の所有者又は賃借人が被害者のみである

場合において、被害者の申立てがあったときは、六

月間）、被害者と共に生活の本拠としている住居か

ら退去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないことを命ずるものとする。ただし、申立

ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令

（以下「退去等命令」という。）の申立てに係る事

件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又

は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する

地方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地

を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴

力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を

管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四

項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事

項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況

（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であっ

て、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力

等を受けたときにあっては、当該配偶者であった者

からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる

身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な

危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立

ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この号並

びに第十七条第三項及び第四項において「三項命

令」という。）の申立てをする場合にあっては、被

害者が当該同居している子に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防止するため当該三

項命令を発する必要があると認めるに足りる申立て

の時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする

場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため当該命令を発する必要があると認めるに足りる

申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職

員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事 

実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察

職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の

内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載

した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合であって、当

該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配

偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体

に対する暴力を受けることにより、生命又は身体に

重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足り

る申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職

員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事

実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察

職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の

内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に第

一項第五号イからニまで又は前項第三号イからニま

でに掲げる事項の記載がない場合には、申立書に

は、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号及

び第二号に掲げる事項についての申立人の供述を記

載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三

号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添

付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項

から第四項までの規定による命令及び退去等命令

（以下「保護命令」という。）の申立てに係る事件

については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち

会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経るこ

とにより保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又

は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記

載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談

支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人 
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が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況

及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書

面の提出を求めるものとする。この場合において、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署

の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しく

は保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求める

ことができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日

の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭

した者に対する期日の告知その他相当と認める方法

によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者

に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出し

をしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上

の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰するこ

とができない。ただし、その者が期日の呼出しを受

けた旨を記載した書面を提出したときは、この限り

でない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示

送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、

いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判

所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立

てその他の申述（以下この条において「申立て等」

という。）のうち、当該申立て等に関するこの法律

その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四

項において同じ。）をもってするものとされている

ものであって、最高裁判所の定める裁判所に対して

するもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託

裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含

む。）については、当該法令の規定にかかわらず、

最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処

理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）

と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）

を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、

当該申立て等を書面等をもってするものとして規定

した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等

をもってされたものとみなして、当該申立て等に関

する法令の規定を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の

裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したも

のとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する

他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印そ

の他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

以下この項において同じ。）をすることとされてい

るものについては、当該申立て等をする者は、当該

法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最

高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称

を明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に

規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁

判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書

面に出力しなければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの

法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若

しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付

は、前項の書面をもってするものとする。当該申立

て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、

理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば

足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は

相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知す

るものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶

者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立

書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニ

まで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事

項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やか

に、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立

書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター

（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センターが二以上ある場合にあっては、申立人が

その職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求

めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）

の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及

ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取

消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立

てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずる

までの間、保護命令の効力の停止を命ずることがで

きる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を 
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命ずる場合において、第十条第二項から第四項まで

の規定による命令が発せられているときは、裁判所

は、当該命令の効力の停止をも命じなければならな

い。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合にお

いて、第十条第二項から第四項までの規定による命

令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命

令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護

命令について、第三項若しくは第四項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれ

を取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相

談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合

並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命

令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。接近禁止

命令又は第十条第二項から第四項までの規定による

命令にあっては接近禁止命令が効力を生じた日から

起算して三月を経過した日以後において、退去等命

令にあっては当該退去等命令が効力を生じた日から

起算して二週間を経過した日以後において、これら

の命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれら

の命令の申立てをした者に異議がないことを確認し

たときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁

判所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消

す場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を

生じた日から起算して六月を経過した日又は当該三

項命令が効力を生じた日から起算して三月を経過し

た日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令

を発した裁判所に対し、第十条第三項に規定する要

件を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令

の取消しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、

当該取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見

を聴かなければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその

効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一

項から第三項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せら

れた退去等命令の申立ての理由となった身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由

とする退去等命令の再度の申立てがあったときは、

裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居 

から転居しようとする被害者がその責めに帰するこ

とのできない事由により当該発せられた命令の期間

までに当該住居からの転居を完了することができな

いことその他の退去等命令を再度発する必要がある

と認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を

発するものとする。ただし、当該退去等命令を発す

ることにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を

生ずると認めるときは、当該退去等命令を発しない

ことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規

定の適用については、同条第二項各号列記以外の部

分中「事項」とあるのは「事項及び第十八条第一項

本文の事情」と、同項第三号中「事項に」とあるの

は「事項及び第十八条第一項本文の事情に」と、同

条第三項中「事項に」とあるのは「事項並びに第十

八条第一項本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者

は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事

件に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の

期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九

号）第一編から第四編までの規定（同法第七十一条

第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第

十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条

第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、

第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六

項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三

項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二

百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七

条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除

く。）を準用する。この場合において、次の表の上

欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第百十二条第

一項本文 

前条の規定に

よる措置を開

始した 

裁判所書記官

が送達すべき

書 類 を 保 管

し、いつでも

送達を受ける

べき者に交付

すべき旨の裁

判所の掲示場

への掲示を始

めた 

第百十二条第

一項ただし書 

前条の規定に

よる措置を開

始した 

当該掲示を始

めた 
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第百十三条 書類又は電磁

的記録 

書類 

記載又は記録 記載 

第百十一条の

規定による措

置を開始した 

裁判所書記官

が送達すべき

書 類 を 保 管

し、いつでも

送達を受ける

べき者に交付

すべき旨の裁

判所の掲示場

への掲示を始

めた 

第百三十三条

の三第一項 

記載され、又

は記録された

書面又は電磁

的記録 

記載された書

面 

当該書面又は

電磁的記録 

当該書面 

又は電磁的記

録その他これ

に類する書面

又は電磁的記

録 

その他これに

類する書面 

第百五十一条

第二項及び第

二百三十一条

の二第二項 

方法又は最高

裁判所規則で

定める電子情

報処理組織を

使用する方法 

方法 

第百六十条第

一項 

最高裁判所規

則で定めると

ころにより、

電子調書（期

日又は期日外

における手続

の方式、内容

及び経過等の

記録及び公証

をするために

この法律その

他の法令の規

定により裁判

所書記官が作

成する電磁的

記録をいう。

以下同じ。） 

調書 

第百六十条第

三項 

前項の規定に

よりファイル

に記録された

電子調書の内

容に 

調書の記載に

ついて 

第百六十条第

四項 

第二項の規定

によりファイ

ルに記録され

た電子調書 

調書 

 当該電子調書 当該調書 

第百六十条の

二第一項 

前条第二項の

規定によりフ

ァイルに記録

された電子調

書の内容 

調書の記載 

第百六十条の

二第二項 

その旨をファ

イルに記録し

て 

調書を作成し

て 

第二百五条第

三項 

事項又は前項

の規定により

ファイルに記

録された事項

若しくは同項

の記録媒体に

記録された事

項 

事項 

第二百十五条

第四項 

事項又は第二

項の規定によ

りファイルに

記録された事

項若しくは同

項の記録媒体

に記録された

事項 

事項 

第二百三十一

条の三第二項 

若しくは送付

し、又は最高

裁判所規則で

定める電子情

報処理組織を

使用する 

又は送付する 

第二百六十一

条第四項 

電子調書 調書 

記録しなけれ

ば 

記載しなけれ

ば 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命

令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規

則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保

護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項にお

いて「職務関係者」という。）は、その職務を行う

に当たり、被害者の心身の状況、その置かれている

環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問

わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保

及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならな

い。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被

害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものと

する。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの 
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暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育

及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者

の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を

回復させるための方法等に関する調査研究の推進並

びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上

に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行

う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努める

ものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を

支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務

を行う女性相談支援センターの運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支

援センターが行う一時保護（同条第四項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要す

る費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談

支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市

町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託し

て行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に

要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く

女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しな

ければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都

道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ

る費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費

用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章ま

での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係

における共同生活に類する共同生活を営んでいない

ものを除く。）をする関係にある相手からの暴力

（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を

いい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力

等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合

にあっては、当該関係にあった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受 

けた者について準用する。この場合において、これ

らの規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」

とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替え

るほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第二条 配偶者 第二十八条の

二に規定する

関係にある相

手（以下「特

定関係者」と

いう。） 

、被害者 、被害者（特

定関係者から

の暴力を受け

た者をいう。

以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配

偶者であった

者 

特定関係者又

は特定関係者

であった者 

第十条第一項

から第四項ま

で、第十条の

二、第十一条

第二項第二号

及び第三項第

二号、第十二

条第一項第一

号から第四号

まで並びに第

二項第一号及

び第二号並び

に第十八条第

一項 

配偶者 特定関係者 

第 十 条 第 一

項、第十条の

二並びに第十

二条第一項第

一号及び第二

項第一号 

離婚をし、又

はその婚姻が

取り消された

場合 

第二十八条の

二に規定する

関係を解消し

た場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準

用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二

の規定によるものを含む。第三十一条において同

じ。）に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万

円以下の罰金に処する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違

反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は

五十万円以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項（第十

八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）又は第二十八条の二において読み替えて準

用する第十二条第一項若しくは第二項（第二十八条

の二において準用する第十八条第二項の規定により 



 

66 

読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記

載すべき事項について虚偽の記載のある申立書によ

り保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料

に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十

八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所

に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関

して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合に

おける当該被害者からの保護命令の申立てに係る事

件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第

二項及び第三項の規定の適用については、これらの

規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるの

は、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施

行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（次項において「旧法」という。）第十

条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられ

た後に当該命令の申立ての理由となった身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす

ものと同一の事実を理由とするこの法律による改正

後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第

二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後

最初にされるものに限る。）があった場合における

新法第十八条第一項の規定の適用については、同項

中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後

三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 

 

 

附 則 

（平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る

同条の規定による命令に関する事件については、な

お従前の例による。 

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条ま

で、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 

平成二十六年十月一日 

 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の

施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二

項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者

からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四

項までの規定による命令の申立てをすることができ

る同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行

後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配

偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更

生のための指導及び支援の在り方について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 
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附 則 （令和四年五月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条

の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

 

附 則 （令和五年五月一九日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を

改正する法律（令和四年法律第四十八号。附則第三

条において「民事訴訟法等改正法」という。）附則

第一条第四号に掲げる規定の施行の日 

（保護命令事件に係る経過措置） 

第二条 この法律による改正後の配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「新

法」という。）第十条及び第十条の二の規定は、こ

の法律の施行の日（以下この条において「施行日」

という。）以後にされる保護命令の申立てに係る事

件について適用し、施行日前にされた保護命令の申

立てに係る事件については、なお従前の例による。 

２ 新法第十一条第二項及び第三項並びに第十二条

第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる保

護命令の申立てについて適用し、施行日前にされた

保護命令の申立てについては、なお従前の例によ

る。 

３ 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にさ

れる同項に規定する再度の申立てに係る事件につい

て適用し、施行日前にされた同項に規定する再度の

申立てに係る事件については、なお従前の例によ

る。 

（民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の

経過措置） 

第三条 新法第十四条の二から第十四条の四までの

規定は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日まで

の間は、適用しない。 

２ 附則第一条第二号に規定する規定の施行の日か

ら民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間に

おける新法第二十一条の規定の適用については、同

条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十

二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第 

九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三

款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二

第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百

五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条

第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、

第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の

規定を除く。）を準用する。この場合において、次

の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み

替えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二

の規定を除く。）を準用する」とする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 刑法等の一部を改正する法律（令和四年法

律第六十七号）の施行の日（以下この条において

「刑法施行日」という。）の前日までの間における

新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘

禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以

後における刑法施行日前にした行為に対する同条の

規定の適用についても、同様とする。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した

場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、新法の規定について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 

 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五三号） 抄 

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない

範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 

公布の日 

二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規

定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の

改正規定、同法第二十九条の改正規定（「の謄本」

の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全

部を記録した電磁的記録」を加える部分を除

く。）、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、

同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第

百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規

定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九

条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規

定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六

条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯

罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十

九条第二項の改正規定、第四十五条の規定（民法第

九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定

を除く。）、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の

改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第

四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟

費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条 
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の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改

正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条

の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない

範囲内において政令で定める日 
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昭和 47年 7月 1日法律第 113号 
目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等（第五条―第十条） 

第二節 事業主の講ずべき措置等（第十一条―第十三条の二） 

第三節 事業主に対する国の援助（第十四条） 

第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等（第十五条―第十七条） 

第二節 調停（第十八条―第二十七条） 

第四章 雑則（第二十八条―第三十二条） 

第五章 罰則（第三十三条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本

国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労

働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保

を図る等の措置を推進することを目的とする。 

（基本的理念） 

第二条 この法律においては、労働者が性別により

差別されることなく、また、女性労働者にあつては

母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むこと

ができるようにすることをその基本的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規

定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充

実が図られるように努めなければならない。 

（啓発活動） 

第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民

の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げて

いる諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行

うものとする。 

（男女雇用機会均等対策基本方針） 

第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本

となるべき方針（以下「男女雇用機会均等対策基本

方針」という。）を定めるものとする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項

は、次のとおりとする。 

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生

活の動向に関する事項 

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等について講じようとする施策の基本となる

べき事項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者

及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就

業の実態等を考慮して定められなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方

針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審 

議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求め

るものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方

針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表する

ものとする。 

６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方

針の変更について準用する。 

 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等 

（性別を理由とする差別の禁止） 

第五条 事業主は、労働者の募集及び採用につい

て、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなけ

ればならない。 

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働

者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはなら

ない。 

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含

む。）、昇進、降格及び教育訓練 

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生

の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 

三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更

新 

（性別以外の事由を要件とする措置） 

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に

掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外

の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満た

す男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質

的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置

として厚生労働省令で定めるものについては、当該

措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の

実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業

の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理

上特に必要である場合その他の合理的な理由がある

場合でなければ、これを講じてはならない。 

（女性労働者に係る措置に関する特例） 

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保の支障とな 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 
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つている事情を改善することを目的として女性労働

者に関して行う措置を講ずることを妨げるものでは

ない。 

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの

禁止等） 

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、

又は出産したことを退職理由として予定する定めを

してはならない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由と

して、解雇してはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠した

こと、出産したこと、労働基準法（昭和二十二年法

律第四十九号）第六十五条第一項の規定による休業

を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定によ

る休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事

由であつて厚生労働省令で定めるものを理由とし

て、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取

扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しな

い女性労働者に対してなされた解雇は、無効とす

る。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事

由を理由とする解雇でないことを証明したときは、

この限りでない。 

（指針） 

第十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及

び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に

関し、事業主が適切に対処するために必要な指針

（次項において「指針」という。）を定めるものと

する。 

２ 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及

び変更について準用する。この場合において、同条

第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求め

る」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとす

る。 

 

第二節 事業主の講ずべき措置等 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する

雇用管理上の措置等） 

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な

言動に対するその雇用する労働者の対応により当該

労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当

該性的な言動により当該労働者の就業環境が害され

ることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇

用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又

は事業主による当該相談への対応に協力した際に事

実を述べたことを理由として、当該労働者に対して

解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる

第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた

場合には、これに応ずるように努めなければならな

い。 

４ 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主

が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実

施を図るために必要な指針（次項において「指針」 

という。）を定めるものとする。 

５ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定

及び変更について準用する。この場合において、同

条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求め

る」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとす

る。 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する

国、事業主及び労働者の責務） 

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益

を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に

規定する言動を行つてはならないことその他当該言

動に起因する問題（以下この条において「性的言動

問題」という。）に対する事業主その他国民一般の

関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その

他の措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する

労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者

が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよ

う、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国

の講ずる前項の措置に協力するように努めなければ

ならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、

その役員）は、自らも、性的言動問題に対する関心

と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を

払うように努めなければならない。 

４ 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を

深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払う

とともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力

するように努めなければならない。 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因す

る問題に関する雇用管理上の措置等） 

第十一条の三 事業主は、職場において行われるそ

の雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊

娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条

第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しく

は同条第二項の規定による休業をしたことその他の

妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で

定めるものに関する言動により当該女性労働者の就

業環境が害されることのないよう、当該女性労働者

からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体

制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談

を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力

した際に事実を述べた場合について準用する。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主

が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実

施を図るために必要な指針（次項において「指針」

という。）を定めるものとする。 

４ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定

及び変更について準用する。この場合において、同

条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求め

る」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとす

る。 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因す

る問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 
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第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前

条第一項に規定する言動を行つてはならないことそ

の他当該言動に起因する問題（以下この条において

「妊娠・出産等関係言動問題」という。）に対する

事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、

広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努

めなければならない。 

２ 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対する

その雇用する労働者の関心と理解を深めるととも

に、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な

注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮を

するほか、国の講ずる前項の措置に協力するように

努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、

その役員）は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題

に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に

必要な注意を払うように努めなければならない。 

４ 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する

関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要

な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項

の措置に協力するように努めなければならない。 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、その雇用する女性労働者が母子保健法（昭

和四十年法律第百四十一号）の規定による保健指導

又は健康診査を受けるために必要な時間を確保する

ことができるようにしなければならない。 

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前

条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守る

ことができるようにするため、勤務時間の変更、勤

務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が

講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な指針（次項において「指針」とい

う。）を定めるものとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定

及び変更について準用する。この場合において、同

条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求め

る」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとす

る。 

（男女雇用機会均等推進者） 

第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めると

ころにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の

二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二

項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに

職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図

られるようにするために講ずべきその他の措置の適

切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を

選任するように努めなければならない。 

 

第三節 事業主に対する国の援助 

第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇が確保されることを促進するため、事

業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保の支障となつている事情を改善することを

目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようと 

する場合には、当該事業主に対し、相談その他の援

助を行うことができる。 

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する

状況の分析 

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情

を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画

の作成 

三 前号の計画で定める措置の実施 

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整

備 

五 前各号の措置の実施状況の開示 

 

第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等 

（苦情の自主的解決） 

第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第

十二条及び第十三条第一項に定める事項（労働者の

募集及び採用に係るものを除く。）に関し、労働者

から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事

業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表す

る者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処

理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理

をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めな

ければならない。 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十一

条第一項及び第二項（第十一条の三第二項において

準用する場合を含む。）、第十一条の三第一項、第

十二条並びに第十三条第一項に定める事項について

の労働者と事業主との間の紛争については、個別労

働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年

法律第百十二号）第四条、第五条及び第十二条から

第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七

条までに定めるところによる。 

（紛争の解決の援助） 

第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛

争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からそ

の解決につき援助を求められた場合には、当該紛争

の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をする

ことができる。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助

を求めた場合について準用する。 

 

第二節 調停 

（調停の委任） 

第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定す

る紛争（労働者の募集及び採用についての紛争を除

く。）について、当該紛争の当事者（以下「関係当

事者」という。）の双方又は一方から調停の申請が

あつた場合において当該紛争の解決のために必要が

あると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促

進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会（以

下「委員会」という。）に調停を行わせるものとす

る。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請 
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をした場合について準用する。 

（調停） 

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停（以下こ

の節において「調停」という。）は、三人の調停委

員が行う。 

２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長が

あらかじめ指名する。 

第二十条 委員会は、調停のため必要があると認め

るときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業

場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求

め、その意見を聴くことができる。 

第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立てに

基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置

かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者

団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表す

る者又は関係事業主を代表する者から当該事件につ

き意見を聴くものとする。 

第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当事

者に対しその受諾を勧告することができる。 

第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調

停による解決の見込みがないと認めるときは、調停

を打ち切ることができる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つた

ときは、その旨を関係当事者に通知しなければなら

ない。 

（時効の完成猶予） 

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切

られた場合において、当該調停の申請をした者が同

条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の

目的となつた請求について訴えを提起したときは、

時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴

えの提起があつたものとみなす。 

（訴訟手続の中止） 

第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち

民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴

訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに

掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立

てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を

定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることがで

きる。 

一 当該紛争について、関係当事者間において調停

が実施されていること。 

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調

停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があるこ

と。 

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消す

ことができる。 

３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定

により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不

服を申し立てることができない。 

（資料提供の要求等） 

第二十六条 委員会は、当該委員会に係属している

事件の解決のために必要があると認めるときは、関

係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求

めることができる。 

 

（厚生労働省令への委任） 

第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手

続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

第四章 雑則 

（調査等） 

第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性

労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究

を実施するものとする。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係

行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力

を求めることができる。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道

府県知事から必要な調査報告を求めることができ

る。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関

し必要があると認めるときは、事業主に対して、報

告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 

２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働

省令で定めるところにより、その一部を都道府県労

働局長に委任することができる。 

（公表） 

第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条ま

で、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項

及び第二項（第十一条の三第二項、第十七条第二項

及び第十八条第二項において準用する場合を含

む。）、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十

三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前

条第一項の規定による勧告をした場合において、そ

の勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、そ

の旨を公表することができる。 

（船員に関する特例） 

第三十一条 船員職業安定法（昭和二十三年法律第

百三十号）第六条第一項に規定する船員及び同項に

規定する船員になろうとする者に関しては、第四条

第一項並びに同条第四項及び第五項（同条第六項、

第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四

項及び第十三条第三項において準用する場合を含

む。）、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条

の三第三項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生

労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条

第四項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第五

項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項におい

て準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」と

あるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第

七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二

条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生労

働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第

三項中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九

号）第六十五条第一項の規定による休業を請求し、

又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をし

たこと」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第

百号）第八十七条第一項又は第二項の規定によつて

作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の三第一 
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項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休

業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定に

よる休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七

条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しな

かつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項

及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあ

るのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」

と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委

員会（以下「委員会」という。）」とあるのは「第

二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載され

ている者のうちから指名する調停員」とする。 

２ 前項の規定により読み替えられた第十八条第一

項の規定により指名を受けて調停員が行う調停につ

いては、第十九条から第二十七条までの規定は、適

用しない。 

３ 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する

合議体で取り扱う。 

４ 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁

錮こ以上の刑に処せられたときは、その地位を失

う。 

５ 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項

の調停について準用する。この場合において、第二

十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会

は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当

該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは

「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部

長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監理部を

含む。）」と、第二十六条中「当該委員会に係属し

ている」とあるのは「当該調停員が取り扱つてい

る」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三

十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とある

のは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあ

るのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 

（適用除外） 

第三十二条 第二章第一節、第十三条の二、同章第

三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国

家公務員及び地方公務員に、第二章第二節（第十三

条の二を除く。）の規定は、一般職の国家公務員

（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十

三年法律第二百五十七号）第二条第二号の職員を除

く。）、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律

第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会

職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受

ける国会職員及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百

六十五号）第二条第五項に規定する隊員に関しては

適用しない。 

 

第五章 罰則 

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告を

せず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の

過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（令和八年三月三十一日までの間の男女雇用機会均

等推進者の業務） 

２ 令和八年三月三十一日までの間は、第十三条の

二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律

第六十四号）第八条第一項に規定する一般事業主行

動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による

情報の公表の推進のための措置並びに」とする。 

 

附 則 （昭和五八年一二月二日法律第七八号） 

１ この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年

七月一日から施行する。 

２ この法律の施行の日の前日において法律の規定

により置かれている機関等で、この法律の施行の日

以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の

関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」と

いう。）の規定により置かれることとなるものに関

し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う

関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置

は、政令で定めることができる。 

 

附 則 （昭和六〇年六月一日法律第四五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施

行する。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過

措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第二十条 政府は、この法律の施行後適当な時期に

おいて、第一条の規定による改正後の雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働

者の福祉の増進に関する法律及び第二条の規定によ

る改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況

を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法

律の規定について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成三年五月一五日法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行す

る。 

 

附 則 （平成七年六月九日法律第一〇七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行す

る。 

（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部

改正に伴う経過措置） 

第九条 この法律の施行の際現に設置されている働

く婦人の家については、前条の規定による改正前の

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条

及び第三十一条の規定は、この法律の施行後も、な

おその効力を有する。 

２ この法律の施行の際現に設置されている働く婦 
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人の家に関し、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該働く婦人の家を設置している地方公共団体

が当該働く婦人の家を第二条の規定による改正後の

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律第三十四条に規定する勤労者

家庭支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣

に行い、厚生労働大臣が当該申出を承認した場合に

は、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、

同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとす

る。 

 

附 則 （平成九年六月一八日法律第九二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第一条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第

三条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第五条、

第六条、第七条（次号に掲げる改正規定を除く。）

並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第

十四条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定 

公布の日から起算して六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日 

二 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する

法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改

正規定（「事業主は」の下に「、労働省令で定める

ところにより」を加える部分及び「できるような配

慮をするように努めなければならない」を「できる

ようにしなければならない」に改める部分に限

る。）、同法第二十七条の改正規定（「講ずるよう

に努めなければならない」を「講じなければならな

い」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限

る。）、同法第三十四条の改正規定（「及び第十二

条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第

三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に

「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四

条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める

部分に限る。）及び同法第三十五条の改正規定、第

三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定

（「十週間」を「十四週間」に改める部分に限

る。）、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の

改正規定（「が講ずるように努めるべき措置につい

ての」を「に対する」に改める部分に限る。）並び

に附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに

附則第十四条中運輸省設置法（昭和二十四年法律第

百五十七号）第四条第一項第二十四号の二の三の改

正規定（「講ずるように努めるべき措置についての

指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改め

る部分に限る。） 平成十年四月一日 

 

附 則 

（平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 

に定める日から施行する。 

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、

節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第

二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を

得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十

条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定

（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四

十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正

規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の

規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第

八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）

並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条

ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三

条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項ま

で、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並び

に第二百二条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの

法律に規定するもののほか、この法律の施行前にお

いて、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく

政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団

体その他公共団体の事務（附則第百六十一条におい

て「国等の事務」という。）は、この法律の施行後

は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令によ

り当該地方公共団体の事務として処理するものとす

る。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規

定については、当該各規定。以下この条及び附則第

百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそ

れぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その

他の行為（以下この条において「処分等の行為」と

いう。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれ

ぞれの法律の規定によりされている許可等の申請そ

の他の行為（以下この条において「申請等の行為」

という。）で、この法律の施行の日においてこれら

の行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと

なるものは、附則第二条から前条までの規定又は改

正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除

き、この法律の施行の日以後における改正後のそれ

ぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの

法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請

等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の

規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、

届出、提出その他の手続をしなければならない事項

で、この法律の施行の日前にその手続がされていな

いものについては、この法律及びこれに基づく政令

に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後の

それぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団

体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の

手続をしなければならない事項についてその手続が

されていないものとみなして、この法律による改正

後のそれぞれの法律の規定を適用する。 
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（不服申立てに関する経過措置） 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る

処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条

において「処分庁」という。）に施行日前に行政不

服審査法に規定する上級行政庁（以下この条におい

て「上級行政庁」という。）があったものについて

の同法による不服申立てについては、施行日以後に

おいても、当該処分庁に引き続き上級行政庁がある

ものとみなして、行政不服審査法の規定を適用す

る。この場合において、当該処分庁の上級行政庁と

みなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級

行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる

行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機

関が行政不服審査法の規定により処理することとさ

れる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規

定する第一号法定受託事務とする。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に

規定する第一号法定受託事務については、できる限

り新たに設けることのないようにするとともに、新

地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法

に基づく政令に示すものについては、地方分権を推

進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを

行うものとする。 

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び

事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地

方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実

確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつ

つ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

附 則 

（平成一一年七月一六日法律第一〇四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行

する。 

 

附 則 

（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）

は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附

則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五

条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千

三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 

公布の日 

附 則  

（平成一三年七月一一日法律第一一二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行

する。 

 

附 則 

（平成一三年一一月一六日法律第一一八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成一四年五月三一日法律第五四号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行

する。 

（経過措置） 

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改

正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令

（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理

部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務

所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした

許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以

下「処分等」という。）は、国土交通省令で定める

ところにより、この法律による改正後のそれぞれの

法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」と

いう。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支

局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局

の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）

がした処分等とみなす。 

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定によ

り海運監理部長等に対してした申請、届出その他の

行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令

で定めるところにより、新法令の規定により相当の

運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 

 

附 則 

（平成一四年七月三一日法律第九八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行す

る。 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第八二号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行

する。 

（紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措

置） 

第二条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争

の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十

二号）第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員

会」という。）に係属している同法第五条第一項の

あっせんに係る紛争については、第一条の規定によ

る改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律（以下「新法」とい

う。）第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 
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（時効の中断に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に委員会に係属して

いる第一条の規定による改正前の雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

第十四条第一項の調停に関し当該調停の目的となっ

ている請求についての新法第二十四条の規定の適用

に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請が

されたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、新法及び第二条の規定による改正後

の労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二〇年五月二日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行

する。 

（処分等に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正前の法律（これに基づ

く命令を含む。以下この条において「旧法令」とい

う。）の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国

の機関（以下この条において「旧機関」という。）

がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行

為は、この法律の施行後は、政令で定めるところに

より、この法律による改正後の法律（これに基づく

命令を含む。以下この条において「新法令」とい

う。）の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる

相当の国等の機関（以下この条において「新機関」

という。）がした認可、指定その他の処分又は通知

その他の行為とみなす。 

一 国土交通大臣（第一条の規

定による改正前の国土交通

省設置法（以下「旧設置

法」という。）第四条第二

十一号から第二十三号まで

に掲げる事務に係る場合に

限る。） 

観光庁長官 

二 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員

会 

三 海難審判庁 海難審判所 

四 船員中央労働委員会（旧設

置法第四条第九十六号に掲

げる事務に係る場合に限

る。） 

中央労働委員

会 

五 船員中央労働委員会（旧設

置法第四条第九十七号及び

第九十八号に掲げる事務に

係る場合に限る。） 

交通政策審議

会 

 

六 船員地方労働委員会（旧設

置法第四条第九十六号に掲

げる事務に係る場合に限

る。） 

中央労働委員

会又は都道府

県労働委員会 

七 船員地方労働委員会（旧設

置法第四条第九十七号及び

第九十八号に掲げる事務の

うち個別労働関係紛争の解

決の促進に関する法律及び

雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律に係る事務

に係る場合に限る。） 

地方運輸局長

（運輸監理部

長を含む。） 

八 船員地方労働委員会（旧設

置法第四条第九十七号及び

第九十八号に掲げる事務に

係る場合（七の項に掲げる

場合を除く。）に限る。） 

地方運輸局に

置かれる政令

で定める審議

会 

九 地方運輸局長（運輸監理部

長を含む。）（旧設置法第

四条第九十六号に掲げる事

務に係る場合に限る。） 

厚生労働大臣

又は都道府県

知事 

２ 旧法令の規定により旧機関に対してされている

申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の

規定によりなお従前の例によることとされるものを

除き、この法律の施行後は、政令で定めるところに

より、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対し

てされた申請、届出、申立てその他の行為とみな

す。 

３ 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他

の手続をしなければならないとされている事項で、

この法律の施行の日前にその手続がされていないも

のについては、この法律の施行後は、政令で定める

ところにより、これを、新法令の相当規定により新

機関に対してその手続をしなければならないとされ

た事項について、その手続がされていないものとみ

なして、当該相当規定を適用する。 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四

項の規定によりなお従前の例によることとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほ

か、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 

（検討） 

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の実施

状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の

安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員

会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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附 則 

（平成二四年六月二七日法律第四二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施

行する。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六七号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を

改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下

「通則法改正法」という。）の施行の日から施行す

る。 

（罰則に関する経過措置） 

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの

附則の規定によりなおその効力を有することとされ

る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則 

（平成二八年三月三一日法律第一七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条

及び第三十三条の規定 公布の日 

（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する

特例に関する経過措置） 

第十一条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛

争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百

十二号）第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第

二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同

法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に

係属している同項のあっせんに係る紛争について

は、第五条の規定による改正後の雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

第十六条及び第八条の規定による改正後の育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律第五十二条の三の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前

にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（検討） 

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、第五条、第六条及び第八条の規定

による改正後の規定の施行の状況について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十三条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

附 則 

（平成二九年六月二日法律第四五号） 

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。

ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十

七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条

の規定は、公布の日から施行する。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第

四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 

公布の日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の施行

の状況について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

 

附 則 （令和二年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規

定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに

同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同

法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第

一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び

第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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平成 30年 5月 23 日号外法律第 28号 
 

（目的） 

第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男

女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務

大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大

臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事

若しくは副市町村長の職（以下「公選による公職

等」という。）にある者として国又は地方公共団体

における政策の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されること（以下「政治分野における男女

共同参画」という。）が、その立案及び決定におい

て多様な国民の意見が的確に反映されるために一層

重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法

（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっと

り、政治分野における男女共同参画の推進につい

て、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団

体の責務等を明らかにするとともに、政治分野にお

ける男女共同参画の推進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、政治分野における男女共

同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が

共同して参画する民主政治の発展に寄与することを

目的とする。 

（基本原則） 

第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、

衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の

議員の選挙において、政党その他の政治団体の候補

者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政

治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数がで

きる限り均等となることを目指して行われるものと

する。 

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自ら

の意思によって公選による公職等としての活動に参

画し、又は参画しようとする者に対するこれらの者

の間における交流の機会の積極的な提供及びその活

用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を

反映した社会における制度又は慣行が政治分野にお

ける男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮

して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女

が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の

支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭

生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを

旨として、行われなければならない。 

４ 政治分野における男女共同参画の推進は、政党

その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議

院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、

総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の

下でそれぞれ積極的に取り組むことにより、行われ

るものとする。 

 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める政治

分野における男女共同参画の推進についての基本原

則（次条において単に「基本原則」という。）にの

っとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及

び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女

共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及び

これを実施する責務を有する。 

（政党その他の政治団体の努力） 

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっ

とり、政治分野における男女共同参画の推進に関

し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそ

れぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定、当該

政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選

定方法の改善、公職の候補者となるにふさわしい能

力を有する人材の育成、当該政党その他の政治団体

に所属する公選による公職等にある者及び公職の候

補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する

言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決

その他の事項について、自主的に取り組むよう努め

るものとする。 

（法制上の措置等） 

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推

進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（実態の調査及び情報の収集等） 

第六条 国は、政治分野における男女共同参画の推

進に関する取組に資するよう、その推進に当たって

障壁となるような社会における制度、慣行、観念そ

の他一切のもの（次項において「社会的障壁」とい

う。）及び国内外における当該取組の状況につい

て、実態の調査並びに情報の収集、整理、分析及び

提供（同項及び第十一条において「実態の調査及び

情報の収集等」という。）を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参

画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共

団体における社会的障壁及び当該取組の状況につい

て、実態の調査及び情報の収集等を行うよう努める

ものとする。 

（啓発活動） 

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における

男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を

深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとす

る。 

（環境整備） 

第八条 国及び地方公共団体は、議会における欠席

事由の拡大をはじめとする公選による公職等として

の活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との

円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備

その他の政治分野における男女共同参画の推進に関

する取組を積極的に進めることができる環境の整備 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 
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を行うものとする。 

（性的な言動等に起因する問題への対応） 

第九条 国及び地方公共団体は、政治分野における

男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職

等にある者及び公職の候補者について、性的な言

動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の

発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決

を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修の

実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第十条 国及び地方公共団体は、政治分野における

男女共同参画が推進されるよう、議会における審議

を体験する機会の提供、公選による公職等としての

活動に対する関心を深めこれに必要な知見を提供す

る講演会等の開催の推進その他の人材の育成及び活

用に資する施策を講ずるものとする。 

（その他の施策） 

第十一条 国及び地方公共団体は、第七条から前条

までに定めるもののほか、第六条の規定による実態

の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があ

ると認めるときは、政治分野における男女共同参画

の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

附 則 （令和三年六月一六日法律第六七号） 

この法律は、公布の日から施行する。 
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10歳代

1.2%
20歳代

8.8%

30歳代

9.4%

40歳代

17.0%

50歳代

17.5%

60歳代

18.2%

70歳代

19.1%

80歳以上

8.7%

無回答

0.2%

調査対象者の属性   
■調査のあらまし 

調査の目的 
次期男女共同参画基本計画を社会情勢の変化に対応した新しい計画とする

ための貴重な資料として活用する。 

調査の対象 市内に居住する満 18歳以上の市民 3,000人 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

調査方法 郵送による配布及び回収 

調査期間 2022（令和 4）年 11月 2日～12月 16日 

有効回答数 1,013 件、回収率 33.8% 

※本報告書に記載の「前回調査」とは、「2018（平成 30）年度」に実施した調査を指し

ます。 

 

■性別 

【今回】                  【前回調査(参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢 

【今回】                  【前回調査（参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

41.2%
女性

55.9%

その他

0.7%

回答しない 2.3%

2022（令和４年）度 鈴鹿市 
 
男女共同参画に関するアンケート調査結果報告書 
 

 

男性

42.1%女性

55.5%

回答しない

2.4%

 

20歳代

7.9%

30歳代

11.1%

40歳代

16.7%

50歳代

17.9%

60歳代

19.9%

70歳代

18.1%

80歳以上

7.1%

無回答

1.3%

n=1013 

n=1013 

n=1066 

n=1066 
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【今回】 

  
 

【前回調査（参考）】 

  

 

■職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10歳代

1.4%

20歳代

7.4%

30歳代

9.5%

40歳代

15.5%

50歳代

17.9%

60歳代

18.7%

70歳代

20.5%

80歳以上

8.4%

無回答

0.8%

年齢（男性）
10歳代

1.7%

20歳代

5.8%

30歳代

8.9%

40歳代

13.4%

50歳代

19.2%
60歳代

19.7%

70歳代

23.3%

80歳以上

7.9%

無回答

0.2%

年齢（女性）

20歳代

7.8% 30歳代

10.5%

40歳代

14.7%

50歳代

18.3%

60歳代

20.0%

70歳代

20.5%

80歳以上

8.2%

年齢（男性）

20歳代

8.1%

30歳代

11.7%

40歳代

18.1%

50歳代

18.4%

60歳代

20.6%

70歳代

16.9%

80歳以上

6.1%

年齢（女性）

 

7.4 

7.2 

3.6 

5.0 

30.9 

44.4 

20.8 

30.5 

4.6 

5.6 

6.0 

5.7 

18.1 

7.5 

26.6 

18.2 

0.1 

0.7 

0.3 

0.5 

11.5 

0.2 

18.5 

10.8 

1.2 

2.6 

2.2 

2.3 

22.9 

28.0 

18.2 

22.2 

0.9 

1.6 

1.2 

1.4 

2.3 

2.1 

2.6 

3.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=1066)

男性

(n=428)

女性

(n=583)

全体

(n=1041)

自営業・会社経営 正社員 派遣・契約社員 パート・アルバイト

在宅勤務・内職 専業主婦（夫） 学生 無職

その他 無回答

n=417 n=566 

n=591 n=449 
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■結婚について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■配偶者の職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.6 

77.7 

71.6 

73.3 

10.6 

6.5 

13.8 

10.6 

12.1 

15.6 

13.8 

14.5 

1.7 

0.2 

0.9 

1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=1066)

男性

(n=417)

女性

(n=566)

全体

(n=1013)

既婚（事実婚を含む） 既婚（離別・死別） 未婚 無回答

 

33.1 

19.6 

47.0 

31.9 

3.2 

3.1 

5.8 

4.0 

13.2 

26.0 

5.5 

13.1 

9.6 

3.4 

9.2 

6.0 

0.2 

0.6 

0.0 

0.2 

9.8 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

0.2 

27.9 

28.1 

27.0 

25.1 

0.5 

1.2 

1.9 

1.4 

2.5 

17.7 

3.1 

17.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=806)

男性

(n=327)

女性

(n=415)

全体

(n=840)

正社員 派遣・契約社員 パート・アルバイト 自営業・会社経営

在宅勤務・内職 専業主婦・主夫 学生 無職

その他 無回答

 

77.9 

72.9 

77.9 

75.0 

15.7 

25.7 

20.8 

22.8 

6.5 

1.4 

1.2 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=1066)

男性

(n=417)

女性

(n=566)

全体

(n=1013)

いる いない 無回答
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■一番下の子の年頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 男女平等意識について                   

問１ あなたは次の言葉を知っていますか。それぞれ１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

2.3 

2.9 

2.8 

9.0 

8.2 

9.8 

9.3 

8.8 

6.9 

7.3 

7.2 

4.1 

5.3 

3.9 

4.3 

4.5 

3.6 

3.6 

3.8 

4.6 

6.3 

4.8 

5.4 

64.5 

64.8 

62.1 

62.5 

0.6 

1.6 

4.3 

3.3 

0.8 

1.0 

1.4 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=830)

男性

(n=304)

女性

(n=441)

全体

(n=760)

1歳未満 未就学児 小学生 中学生 高校生 大学・短大・高専 社会人 その他 無回答

 

35.8 

29.9 

28.1 

29.3 

36.0 

43.1 

43.6 

43.4 

11.5 

11.0 

14.2 

12.6 

16.8 

16.0 

14.1 

14.7 

前回調査

（全体）

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

｢男女共同参画」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

 

16.9 

13.0 

15.5 

14.6 

19.8 

18.5 

21.6 

20.1 

31.3 

18.3 

20.9 

20.0 

31.9 

50.1 

42.0 

45.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査

（全体）

男性

(n=399)

女性

(n=541)

全体

(n=968)

「固定的性別役割分担」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った
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23.5 

20.1 

19.0 

19.7 

33.4 

39.6 

38.0 

38.4 

22.2 

29.9 

29.0 

29.4 

20.9 

10.4 

14.0 

12.6 

前回調査

（全体）

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「女性活躍推進法

（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

 

82.3 

75.8 

81.0 

78.5 

13.5 

20.0 

16.5 

17.8 

2.9 

2.9 

2.0 

2.7 

1.3 

1.2 

0.5 

0.9 

前回調査

（全体）

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「セクシュアル・ハラスメント」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

 

60.9 

44.1 

55.0 

50.4 

27.6 

46.3 

37.8 

41.1 

6.6 

7.8 

5.3 

6.6 

4.9 

1.7 

1.8 

1.8 

前回調査

（全体）

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律（DV防止法）」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）」 
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15.6 

17.8 

17.0 

31.1 

27.7 

29.0 

39.3 

39.3 

39.2 

14.1 

15.2 

14.8 

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「ジェンダー・ギャップ指数」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

 

9.4 

8.8 

7.7 

8.4 

19.8 

20.6 

19.6 

20.0 

37.7 

52.1 

52.4 

52.1 

33.1 

18.4 

20.3 

19.6 

前回調査

（全体）

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「ポジティブ・アクション（積極的改善処置）」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

 

24.4 

15.8 

19.3 

31.6 

31.4 

31.5 

33.8 

38.7 

36.9 

10.2 

14.1 

12.3 

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「ダイバーシティ社会」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った
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53.1 

39.5 

44.9 

42.6 

23.0 

26.4 

19.5 

22.4 

15.0 

27.2 

27.6 

27.5 

8.9 

6.8 

8.0 

7.5 

前回調査

（全体）

男性

(n=401)

女性

(n=548)

全体

(n=977)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「ＬＧＢＴＱ」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った 無回答

 

9.9 

10.5 

10.3 

24.2 

22.7 

23.6 

18.5 

23.6 

21.2 

47.4 

43.2 

44.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

(n=405)

女性

(n=542)

全体

(n=975)

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

 

14.9 

12.9 

13.2 

13.1 

24.1 

29.7 

28.6 

29.2 

29.8 

18.6 

22.7 

20.9 

31.2 

38.9 

35.5 

36.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査

（全体）

男性

(n=404)

女性

(n=546)

全体

(n=978)

「男女共同参画都市宣言（鈴鹿市）」

知っている 聞いたことがある 知らない 今回の調査で知った

「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」 
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問２ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方がありますが、あ

なたはどう思いますか。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.0 

49.8 

58.9 

54.9 

20.5 

19.7 

19.6 

19.7 

27.0 

21.9 

18.1 

19.4 

4.2 

5.0 

1.6 

3.3 

3.4 

3.6 

1.8 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=1056)

男性

(n=416)

女性

(n=562)

全体

(n=1006)

そう思わない どちらかといえばそう思わない

どちらかといえばそう思う そう思う

わからない

 

33.7 

53.5 

37.9 

46.4 

30.8 

5.0 

5.8 

5.3 

18.0 

21.8 

29.1 

24.9 

8.6 

8.9 

11.7 

10.5 

4.7 

9.9 

9.7 

9.6 

3.3 

1.0 

4.9 

2.9 

0.9 

0.0 

1.0 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=338)

男性

(n=101)

女性

(n=103)

全体

(n=209)

妻が家庭を守った方が、子どもの成長などにとって良いと思うから

家事・育児・介護と両立しながら、妻が働き続けることは大変だと思うから

夫が外で働いた方が、多くの収入を得られると思うから

日本の伝統的な家族のあり方だと思うから

自分の両親も役割分担をしていたから

その他意見（自分が働きたくないので夫に働いてほしい等）

わからない

（問２で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた方にお聞きします。） 

問２-２ それはなぜですか。次の中から１つ選んで○をつけてください。 

「夫は外で働き妻は家庭を守る」という考え方についてどう思うか 
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56.8 

54.2 

63.4 

59.7 

16.4 

18.9 

17.0 

17.5 

8.9 

13.6 

6.9 

9.5 

7.3 

3.4 

4.8 

4.2 

5.3 

4.9 

4.1 

4.4 

3.9 

3.8 

3.3 

3.9 

1.4 

1.1 

0.5 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=660)

男性

(n=264)

女性

(n=418)

全体

(n=698)

固定的な夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではないと思うから

夫も妻も働いた方が、多くの収入を得られると思うから

妻が働いて能力を発揮した方が、個人や社会にとって良いと思うから

家事・育児・介護と両立しながら、妻が働き続けることは可能だと思うから

自分の両親も外で働いていたから

その他意見（その家庭にあった役割分担でいいと思うから等）

わからない

（問２で「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と答えた方にお聞きしま

す。） 

問２-３ それはなぜですか。次の中から１つ選んで○をつけてください。 
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64.6 

74.3 

76.7 

77.8 

84.4 

81.1 

90.0 

100.0 

42.4 

83.1 

67.5 

75.9 

71.4 

75.7 

87.5 

85.7 

0 20 40 60 80 100

020406080100

女性 男性（％） 

（歳代） 

（ ％

） 

 

47.2
53

73.8
79.8

70.1
73.9

81.3

35.1
30.4

36.7
48.8
53

44.7 
57.1 

0 20 40 60 80 100

020406080100

（前回調査）【性別・年代別表】「夫は外で働き、妻は家庭を

守るべきである」という考え方に「そう思わない」又は

「どちらかといえばそう思わない」の和

女性 男性

【性別・年代別表】「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に「そ

う思わない」又は「どちらかと言えばそう思わない」の和。 

18～19 

20～29 

30～39 

40～49 

50～59 

60～69 

70～79 

80歳以上 

20～29 
30～39 
40～49 
50～59 
60～69 
70～79 
80歳以上 

（％） 

（歳代） 
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問３ 次にあげる各分野において男女の地位が平等になっていると思いますか。 

それぞれ 1つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.4 

20.2

30.8 

34.5

15.9 

20.3

40.6 

46.8

10.5 

11.2

3.9 

4.1

19.5 

19.4

10.8 

12.0

59.3 

61.3

50.4 

49.9

35.5 

38.9

43.6 

40.9

44.3 

44.0

22.6 

22.4

45.6 

46.5

42.8 

41.6

14.4 

13.6

11.6 

12.8

36.6 

34.1

10.6 

10.6

34.8 

37.8

63.6 

67.7

23.8 

27.6

33.3 

37.5

3.3 

3.7

2.6 

2.4

6.4 

5.0

0.8 

1.2

6.1 

6.3

3.3 

4.8

5.3 

5.1

8.5 

7.1

0.8 

1.2

0.5 

0.4

0.9 

1.7

0.3 

0.4

0.7 

0.6

0.5 

1.0

0.9 

1.5

1.4 

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(前回調査)

社会全体で

(前回調査)

しきたりや慣習で

(前回調査)

法律や制度上で

(前回調査)

政治の場で

(前回調査)

地域の中で

(前回調査)

学校教育の場で

(前回調査)

職場の中で

(前回調査)

家庭の中で

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等である どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている n=986 

 

 

各分野において男女が平等になっていると思うか（全体） 
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12.9

25.0

38.2

52.9

26.6

39.8

14.2

23.5

4.9

17.2

6.0

14.7

13.1

25.0

2.8

4.8

62.2

61.1

45.2

37.9

52.5

48.4

47.1

46.2

36.3

45.9

43.4

44.6

36.9

41.2

21.4

22.8

17.8

10.5

13.9

8.3

17.2

9.7

29.2

25.8

47.1

30.3

42.4

34.6

40.3

29.1

68.7

67.3

4.6

3.1

2.2

0.6

3.0

1.9

7.2

3.6

9.1

5.4

6.8

6.0

6.9

3.8

5.7

4.3

2.4

0.4

0.5

0.4

0.7

0.2

2.2

0.9

2.7

1.1

1.5

0.0

2.7

0.9

1.3

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（男性）

社会全体で （女性）

（男性）

政治の場で （女性）

（男性）

しきたりや慣習で （女性）

（男性）

職場の中で （女性）

（男性）

家庭の中で （女性）

（男性）

地域の中で （女性）

（男性）

法律や制度上で （女性）

（男性）

学校教育の中で （女性）

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

平等である

どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている

各分野において男女が平等になっていると思うか（男女別） 
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12.0

25.2

33.3

50.4

24.3

39.0

16.1

24.2

6.4

14.6

7.1

14.2

7.5

24.4

2.1

6.0

63.3

60.3

49.7

41.2

59.1

47.5

48.9

47.7

40.5

47.6

45.8

46.5

32.6

40.9

17.9

28.8

18.3

12.2

15.0

8.0

12.5

11.0

27.1

23.5

41.7

28.4

38.7

33.3

49.0

29.9

74.2

62.7

5.0

2.1

1.4

0.4

3.0

2.5

6.4

4.1

9.6

8.2

7.3

5.6

8.9

4.8

4.9

2.4

1.4

0.2

0.7

0.0

1.1

0.0

1.6

0.5

1.8

1.2

1.1

0.4

2.1

0.0

0.9

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（男性）

社会全体で （女性）

（男性）

政治の場で （女性）

（男性）

しきたりや慣習で （女性）

（男性）

職場の中で （女性）

（男性）

家庭の中で （女性）

（男性）

地域の中で （女性）

（男性）

法律や制度上で （女性）

（男性）

学校教育の中で （女性）

前回調査（男女別）

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

平等である

どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている
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２ 家庭生活について                        

問４ 次の事柄について、あなたの家庭では主にどなたがしていますか。それぞれ１

つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 

4.4

7.6 

7.4

15.0 

17.6

14.4 

17.5

27.9 

28.6

39.2 

38.6

29.9 

30.8

52.2 

48.4

54.2 

48.1

56.7 

53.5

2.0 

2.3

8.9 

8.5

11.7 

11.3

19.2 

20.7

22.0 

22.2

19.8 

19.2

30.8 

31.7

14.7 

14.9

28.0 

33.7

27.5 

29.3

17.3 

21.2

44.5 

47.8

20.6 

22.1

37.1 

36.0

15.9 

17.6

13.4 

15.4

18.0 

17.4

14.7 

18.8

10.1 

11.3

8.0 

11.2

38.7 

40.5

19.4 

18.2

23.7 

20.4

6.2 

3.5

1.3 

1.1

2.8 

3.0

0.7 

1.3

7.0 

8.0

1.8 

2.2

1.6 

1.7

32.0 

27.5

14.2 

13.4

18.9 

12.8

1.1 

1.3

0.9 

1.9

1.3 

1.1

0.0 

0.3

6.8 

6.7

2.4 

2.3

2.0 

1.9

2.7 

4.0

3.1 

4.7

7.7 

15.8

18.1 

21.1

27.5 

28.5

19.5 

22.8

16.9 

18.4

2.2 

3.1

1.5 

2.3

1.8 

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(前回調査)

家計を支える

(前回調査)

高額な物の購入の決定

(前回調査)

地域づくり協議会などの地域活動

(前回調査)

子どもの教育方針や進路決定

(前回調査)

家族の介護や看護

(前回調査)

PTAなど学校行事への参加

(前回調査)

育児・子どものしつけ

(前回調査)

家計の管理

(前回調査)

掃除、洗濯

(前回調査)

食事の支度・片付け

家庭での男女の役割分担

ほとんど女性がする 女性が中心だが男性もする 男性も女性も同程度する

男性が中心だが女性もする ほとんど男性がする 該当しない
n=999 
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問５ 男性が家事や育児に積極的に関われるようにするためにはどのようなことが必

要だと思いますか。次の中から２つまで選んで〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

1.9 

2.6 

2.9 

2.9 

6.5 

11.4 

13.8 

15.7 

17.3 

22.4 

2.6 

2.2 

3.7 

2.9 

3.2 

7.7 

11.2 

13.8 

16.8 

14.2 

21.7 

2.3 

1.3 

2.2 

3.2 

3.1 

9.0 

10.6 

16.8 

13.9 

17.0 

20.7 

2.6 

1.7 

2.7 

3.0 

3.1 

8.4 

10.9 

15.5 

15.1 

15.9 

21.1 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

わからない

その他意見

（男の子を持つお母さんが小さい時から教える等）

男性の家事や育児などについて、啓発、情報提供、

相談窓口の設置や技能の研修を行う

男性が、家事や育児を行うための

仲間（ネットワーク）づくりを進める

男性が家事や育児を行うことに

対して女性の抵抗感をなくす

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担など

についての当事者の考え方を尊重する

社会の中で、男性による家事や育児

などについても，その評価を高める

男性による家事や育児などについて職場

における上司や周囲の理解を進める

労働時間短縮や休暇制度の普及により仕事

以外の時間をより多く持てるようにする

男性自身が、家事や育児を行うことに抵抗感をなくす

夫婦や家族間でのコミュニケーションを深める

全体 女性 男性 前回調査

（全体）
（％） 

男性が家事や育児に積極的に関われるために必要なこと 
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問６ あなたは現在、次のような活動を行っていますか。あてはまるものを全て選ん

で○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 

2.2 

10.7 

13.2 

16.5 

21.2 

33.3 

4.0 

0.7 

17.1 

11.3 

14.9 

18.2 

33.8 

2.4 

2.8 

4.9 

17.4 

17.0 

24.7 

30.8 

3.3 

1.7 

11.3 

14.1 

16.0 

21.2 

32.3 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他意見

（母校への支援、同窓会活動等）

女性の支援に関わる活動

防災または環境に関わる活動

高齢者または障がい者の支援に関わる活動

子どもの支援に関わる活動

スポーツまたは文化に関わる活動

自治会などのまちづくりに関わる活動

現在どのような活動を行っているか

全体 女性 男性 前回調査

（全体）

（問６で、「特に活動していない」と答えた方にお聞きします。） 

問６-２ それはなぜですか。次の中から１つ選んで○をつけてください。 

 

8.9 

13.0 

0.8 

1.7 

12.2 

14.6 

19.9 

28.8 

11.6 

8.3 

0.9 

1.5 

6.0 

20.2 

22.9 

28.6 

13.1 

14.3 

1.0 

0.6 

15.3 

16.8 

17.0 

21.9 

12.4 

12.2 

1.0 

0.9 

11.6 

18.4 

19.3 

24.2 

0 5 10 15 20 25 30

わからない

その他意見

（どういった活動があるのか知らない等）

地域活動を行うのは男性（または

女性）の役割と思うから

家族の理解、協力が得られないから

家事や育児、介護で忙しいから

人間関係がわずらわしいから

参加したいものがないから

仕事が忙しいから

活動を行っていない理由

全体 女性 男性 前回調査

（全体）

（％） 

（％） 
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問７ あなたは、生活の中でどの活動の時間が不足している又はさらに充実させたい、

と感じていますか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７-２ ワークライフバランスを実現するために最も必要だと感じるものは何ですか。

次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 

9.2 

10.3 

2.8 

5.0 

4.1 

9.3 

6.5 

7.8 

37.6 

45.0 

41.8 

17.7 

15.7 

16.4 

18.7 

17.9 

18.5 

1.8 

0.7 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不足又はさらに充実させたい活動時間

家庭生活（家事、育児、介護など）

仕事（自営業、会社勤務、パートタイム、アルバイトなど）

地域活動や社会貢献（地元の活動や市民活動、ボランティア活動など）

自分のための活動（勉強や趣味の活動、スポーツなど）

休養

特にない

その他

３ 就労・職業について                     

 

15.9 

26.8 

21.9 

2.6 

4.3 

3.7 

10.2 

8.7 

9.2 

25.6 

19.4 

21.8 

11.3 

8.7 

10.1 

4.1 

2.3 

3.1 

10.2 

13.6 

12.3 

14.3 

10.0 

11.7 

5.9 

6.2 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

(n=391)

女性

(n=530)

全体

(n=944)

ワークライフバランスを実現するために

最も必要だと感じるもの

男女が共に家事・子育てに参加する 保育施設や学童保育を充実させる

福祉施設やホームヘルパーを充実させる 労働時間の短縮化やフレックスタイムの導入

勤務先等事業所の理解を促進する テレワーク等デジタル社会の推進

育児休暇，介護休暇等，休暇制度を充実させる 地域活動を男女問わず参加できる社会的風潮

その他

全体 
(n=962) 

女性 
(n=542) 

男性 
(n=396) 
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問８ あなたは現在、収入のある仕事をしていますか。（産休、育児休業、介護休業

中の方は「１仕事をしている」になります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.2 

65.8 

60.0 

62.2 

23.5 

17.8 

22.2 

20.3 

14.3 

16.4 

17.7 

17.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査全体

(n=1050)

男性

(n=409)

女性

(n=558)

全体

(n=993)

仕事（収入のある）をしているか

仕事をしている 以前はしていたが、今はしていない していない
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（問８で、「以前はしていたが、今はしていない」と答えた方にお聞きします。） 

問８-２ あなたが仕事をやめた主な理由はなんですか。次の中から１つ選んでくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4 

2.2 

2.5 

1.4 

1.1 

0.4 

2.2 

2.5 

4.7 

1.8 

3.2 

5.0 

9.7 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

1.4 

1.4 

1.4 

8.3 

6.0 

1.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

3.4 

3.4 

4.3 

2.6 

6.8 

7.7 

13.7 

4.5 

1.0 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.0 

4.5 

5.1 

12.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他意見（職場の廃業等）

結婚のため、やめざるを得なかったから

結婚したら専業主婦（夫）になりたかったから

人員整理、契約期間が満了したから

仕事にやりがいがなかったから

残業や休日出勤が多く、労働時間が長かったから

自分や配偶者の転勤で、転居しなくてはならな

かったから

家族の介護に専念したかったから

出産・育児のため、やめざるを得なかったから

職場の人間関係上の理由

家族の介護のため，やめざるを得なかったから

出産・育児に専念したかったから

自分の健康上の理由

仕事をやめた主な理由

全体 女性 男性 前回調査（全体）

定年退職、高齢のため 

40      60     80 

 40.2 

61.9 

 

56.1 

 

 
83.3 

 

 

 

（％） 
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（問８で、「以前はしていたが、今はしていない」「していない」と答えた方にお聞

きします。） 

問８-３ 今後、働くとすると、どのような形で働きたいですか。次の中から１つ選ん

で○をつけてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

7.7 

7.1 

4.5 

12.5 

24.0 

42.7 

4.4 

1.5 

2.9 

11.8 

10.3 

16.2 

52.9 

6.3 

4.5 

8.9 

5.4 

8.9 

33.0 

33.0 

5.2 

3.1 

7.3 

7.8 

10.4 

26.6 

39.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

その他

派遣社員、契約社員

在宅で働きたい（内職やインターネットなどを活

用して）

自営業、自由業、家族従業など

正社員、正職員（常勤）

パートタイム、アルバイト

働きたいと思わない

どのような形で働きたいか

全体 女性 男性 前回調査

（全体）
（％） 
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問９ 女性への職業への関わり方について、あなたはどのような形が最も望ましいと

思いますか。次の中から１つ選んで○をつけてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.3 

37.8 

45.6 

42.3 

46.5 

42.1 

41.9 

41.4 

6.5 

9.6 

6.4 

7.9 

3.2 

2.5 

1.3 

1.8 

1.0 

1.8 

0.7 

1.2 

0.7 

0.5 

0.4 

0.5 

6.8 

5.8 

3.7 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査全体(n=1023)

男性(n=397)

女性(n=544)

全体(n=966)

結婚や子どもの有無にかかわらず、職業を持ち続ける

結婚や子育てなどで一時的にやめるが、大きくなったら再び職業を持つ

わからない

子どもができるまでは職業を持つが、その後は持たない

結婚するまでは職業を持つが、その後は持たない

職業は一生持たない

その他意見（個人の希望に任せる等）

n=966 

 

 

女性の職業への関わり方について、どのような形が望ましいか 
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問 10 女性が、出産、子育て、介護などの理由で仕事を辞めずに働き続けるためには、

どのようなことが必要だと思いますか。次の中から２つまで選んで○をつけてく

ださい。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.8 

1.9 

1.3 

8.0 

14.1 

9.8 

11.0 

16.8 

17.2 

19.1 

1.4 

2.2 

1.9 

5.2 

11.5 

14.0 

12.5 

14.1 

17.9 

19.2 

1.0 

1.6 

2.4 

6.0 

11.5 

9.9 

12.9 

14.6 

20.7 

19.5 

1.2 

1.9 

2.1 

5.7 

11.3 

11.6 

12.8 

14.6 

19.4 

19.4 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

その他意見（男性の働き方を変える等）

わからない

職場における女性差別やセクハラを防止する

労働時間の短縮や子育て中の社員に対する残業を

免除する

育児や介護のための施設やサービスを充実する

育児休業・介護休業中の賃金の補てんその他の経

済的支援を充実する

在宅勤務、フレックスタイム制（自由勤務時間

制）などの柔軟な勤務制度を導入する

家族やまわりの人が、女性が働くことに対して理

解し協力する

男性も、家事や育児、介護などを担う

育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境

づくりを推進する

女性が仕事を辞めずに働き続けるためには、

どのようなことが必要だと思うか

全体 女性 男性 前回調査

（全体）

（％） 
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問 11 あなたはこれまでに、配偶者や恋人など親しい関係にある人から次のようなこ

とをされたことはありますか。それぞれ１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4 

0.8 

1.7 

0.6 

3.3 

2.8 

0.4 

1.0 

7.2 

2.2 

3.9 

4.4 

2.1 

2.3 

2.7 

2.8 

0.6 

3.9 

3.6 

3.5 

1.7 

5.7 

15.6 

1.7 

7.5 

1.7 

7.6 

3.9 

2.8 

5.3 

15.5 

7.5 

9.2 

4.9 

2.7 

3.9 

4.4 

4.9 

2.8 

7.7 

5.7 

11.9 

4.2 

12.6 

77.8 

95.8 

87.7 

94.5 

86.7 

90.8 

94.7 

89.7 

73.1 

87.7 

84.0 

87.5 

88.2 

87.1 

87.9 

86.9 

92.8 

84.5 

86.8 

81.1 

90.3 

77.5 

2.2 

1.7 

3.1 

3.1 

2.5 

2.5 

2.2 

4.0 

4.2 

2.6 

2.9 

3.1 

7.0 

6.7 

5.1 

5.4 

3.9 

3.9 

3.9 

3.4 

3.9 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(前回調査)

包丁などでおどされる

(前回調査)

見たくないのにアダルトビデオや雑誌を見せられる

(前回調査)

電話やメールなどを細かく監視される

(前回調査)

大切な物を，わざと壊されたり捨てられたりする

(前回調査)

殴るふりをしておどされる

(前回調査)

外出を制限される

(前回調査)

避妊に協力しない

(前回調査)

意に反して性的な行為を強要される

(前回調査)

「誰のおかげで食べていけるのか」などと言われる

(前回調査)

物を投げつけられたり，叩かれたりする

(前回調査)

何を言っても無視される

どのようなＤＶを受けたことがあるか

何度もあった 1、2度あった まったくない わからない

４ DV（配偶者や恋人からの暴力）、セクシュアル・ハラスメントについて                    
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（問 11で、１つでも「何度もあった」「1、2度あった」と答えた方にお聞きします。） 

問 11-２ そのような行為があった時に、あなたは誰かに打ち明けたり、相談したりし

ましたか。次の中からあてはあるものを全て選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

1.6 

0.2 

0.9 

1.4 

2.9 

1.4 

15.5 

20.0 

53.8 

3.9 

5.9 

2.0 

12.7 

13.7 

61.8 

3.0 

0.7 

0.7 

1.5 

2.2 

1.5 

3.0 

17.9 

22.4 

47.0 

3.2 

0.5 

0.5 

1.1 

1.6 

2.7 

2.7 

16.5 

19.7 

51.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他意見（別に気にしない等）

医師に相談した

人権擁護委員に相談した

民間の相談機関に相談した

公的な相談機関に相談した

職場の同僚や上司に相談した

警察，弁護士，家庭裁判所に相談した

家族に相談した

友人，知人に相談した

誰にも相談しなかった

誰かに打ち明けたり、相談したか

全体 女性 男性 前回調査

（全体）

（％） 
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（問 11-２で、「誰にも相談しなかった」と答えた方にお聞きします。） 

問 11-３ 誰にも相談しなかったのはなぜですか。次の中からあてはまるものを全て選

んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

2.1 

2.4 

2.7 

2.4 

5.0 

15.1 

12.2 

16.7 

39.8 

1.1 

5.5 

4.4 

3.3 

12.1 

17.6 

14.3 

41.8 

2.4 

0.9 

3.3 

3.3 

5.2 

8.5 

11.8 

14.7 

19.4 

30.3 

1.6 

0.7 

2.6 

3.9 

4.9 

6.9 

11.8 

16.0 

17.6 

34.0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

その他意見（相談するという余裕がない等）

愛情表現だと思ったから

相談したことが分かると，余計にエスカレートする

と思ったから

どこに（誰に）相談したらよいのか分からなかった

から

そのことを思い出したくなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば何とかこのままやっていけると

思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

誰にも相談しなかったのはなぜか

全体 女性 男性 前回調査

（全体）

（％） 
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問 12 あなたはこれまでに、職場などで次のようなことをされたことはありますか。

それぞれ 1つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

3.1 

0.8 

1.3 

1.3 

0.7 

3.7 

4.5 

4.3 

3.7 

6.1 

6.1 

4.7 

4.6 

6.7 

6.4 

1.3 

0.6 

2.3 

2.4 

4.2 

2.9 

14.6 

11.7 

11.9 

11.8 

11.9 

11.9 

12.8 

14.6 

12.6 

12.5 

75.7 

79.6 

92.9 

91.8 

90.9 

91.5 

77.3 

79.4 

78.2 

79.0 

76.0 

76.3 

78.1 

76.0 

73.1 

73.6 

20.4 

16.7 

4.0 

4.5 

3.7 

4.9 

4.4 

4.5 

5.7 

5.5 

6.0 

5.7 

4.5 

4.8 

7.6 

7.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(前回調査)

その他(上司の暴言等)

(前回調査)

上司の誘いを断ったため、職場にいづらくなった

(前回調査)

地位を利用した性的な誘いを受けた

(前回調査)

職場（仕事）で異性に体を触られた

(前回調査)

聞きたくないのに性的な話を聞かされた

(前回調査)

結婚や子どもなどプライバシーを詮索された

(前回調査)

宴会などでお酌やデュエットを強要された

(前回調査)

容姿をたびたび話題にされた

職場などで次のようなことをされたことがあるか

何度もあった 1、2度あった まったくない わからない
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（問 12で、１つでも「何度もあった」「1、2度あった」と答えた方にお聞きします） 

問 12-２ そのような行為があった時に、あなたは誰かに打ち明けたり、相談したりし    

ましたか。次の中からあてはまるものを全て選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

0.0 

0.2 

0.2 

0.2 

0.5 

17.9 

15.3 

11.4 

51.5 

1.8 

0.9 

1.8 

0.9 

15.0 

8.8 

11.5 

59.3 

2.9 

0.4 

0.4 

1.1 

24.2 

13.9 

12.5 

44.7 

2.5 

0.5 

0.8 

0.8 

0.3 

21.6 

12.8 

12.0 

48.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他

(鈴鹿ハローワークに相談した等)

人権擁護委員に相談した

公的な相談機関に相談した

医師に相談した

警察，弁護士，家庭裁判所に相談した

民間の相談機関に相談した

友人、知人に相談した

職場の同僚や上司に相談した

家族に相談した

誰にも相談しなかった

誰かに打ち明けたり、相談したりしたか

全体 女性 男性 前回調査

（全体）

（％） 
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（問 12-２で、「誰にも相談しなかった」と答えた方にお聞きします。） 

問 12-３ 誰にも相談しなかったのはなぜですか。次の中からあてはまるものを全て選

んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

1.1 

3.4 

3.8 

5.7 

18.9 

63.4 

1.2 

4.9 

3.7 

4.9 

4.9 

25.9 

54.3 

6.6 

0.7 

5.3 

5.3 

6.6 

22.4 

53.3 

4.6 

2.1 

5.0 

5.5 

5.9 

23.5 

53.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他

(セクハラに対して、今程厳しい時代じゃなかっ

たから等)

自分にも悪いところがあると思ったから

相談したことが分かると，余計に不当な扱いを

されると思ったから

どこに（誰に）相談したらよいのか分からな

かったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

相談しても無駄だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

誰にも相談しなかったのはなぜか

全体 女性 男性 前回調査

（全体）

（％） 
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５ あなたのデジタル環境について                              

問 13 あなたは、インターネットが繋がるスマートフォンやパソコン、タブレット等

の情報通信機器を１つ以上持っていますか。（携帯電話やウェアラブル端末でもイ

ンターネットが繋がる場合は「はい」を選択してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 13で「１ はい」と答えた方にお聞きします） 

問 13-２ 次の項目について、どのくらいの頻度で利用していますか。あてはまるもの

をそれぞれ１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.2 

89.9 

90.6 

8.8 

10.1 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

(n=407)

女性

(n=547)

全体

(n=975)

情報通信機器を持っているか

はい

いいえ

 

1.6 

4.1 
6.3 

6.6 

11.9 

20.6 

25.2 

28.0 

41.3 

42.4 

60.2 

68.9 

78.9 

4.7 

21.7 

21.8 

17.0 

44.8 

19.7 

33.8 

35.1 

38.8 

16.6 

33.8 

21.3 

18.1 

9.9 

29.2 

15.4 

15.0 

10.8 

9.6 

12.8 

14.3 

5.9 

9.9 

2.6 

4.3 

1.2 

83.8 

45.0 

56.5 

61.4 

32.5 

50.1 

28.3 

22.7 

14.0 

31.1 

3.3 

5.5 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他意見（アンケート等）

公的機関の手続き（税の申告等）

Web会議等のテレワーク

金融取引

通信販売，オークション

オンラインゲーム

キャッシュレス決裁

（スマホ決裁，電子マネー等）

映画，音楽，ドラマ等の配信サービス

写真，画像等の保管・共有

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス／ネット交流サービ

ス）

天気，防災，地図や交通情報等の閲覧

インターネットサーフィン

（検索やホームページ等の閲覧）

メールや通話，無料通話アプリなど

インターネットの利用目的と頻度

ほとんど毎日利用している 時々利用している・利用したことがある

利用していないが，利用したいと思っている 利用していない・利用したいと思わない
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（問 13で「いいえ」と答えた方にお聞きします） 

問 13-３ 持っていない理由は何ですか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 デジタル技術向上に関する知識を習得するための講習会などがあれば、参加し

たいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 

5.7 

2.9 

37.1 

48.6 

1.9 

1.9 

5.6 

37.0 

53.7 

3.3 

3.3 

4.4 

37.8 

51.1 

0 10 20 30 40 50 60

その他意見（障がいがあるから等）

購入価格や，その後の維持費が高い

SNSなど，精神的に疲れそうだから

使い方が分からない・操作が苦手

自分の生活の中で必要性を感じない

情報通信機器を持っていない理由

全体 女性 男性 （％） 

 

28.1 

28.5 

28.2 

46.4 

39.2 

42.2 

25.4 

32.3 

29.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

(n=405)

女性

(n=541)

全体

(n=969)

デジタル関連の講習会等に参加したいか

参加したいと思う 参加したいと思わない わからない
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問 14-２ どのような講習会などに参加したいですか。次の中からあてはまるもの

を全て選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ ＳＤＧｓ（エス・ディ・ジーズ）について                              

問 15 あなたは、ＳＤＧｓの 17 のゴールの中に、「目標５ ジェンダー平等を実現し

よう」が入っていることを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.2 

33.3 

43.8 

61.8 

66.7 

56.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

(n=404)

女性

(n=550)

全体

(n=974)

ＳＤＧｓの17のゴールの中に、

「目標５ ジェンダー平等を実現しよう」が

入っていることを知っているか

知っている 知らなかった（今回の調査で初めて知った）

 

0.6 

3.9 

10.6 

14.5 

30.2 

40.2 

1.2 

3.3 

11.8 

18.7 

28.9 

36.2 

0.9 

3.5 

11.4 

17.2 

29.0 

38.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

その他意見

(理想的な利用を指導・助言はほしい等)

子ども向けの講習会

人のつながりを広げるSNS関連

就職・テレワーク・スキルアップ関連

自宅で参加できるオンライン講習会

公共施設で参加する講習会

どのような講習会などに参加したいか

全体 女性 男性 （％） 
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７ 鈴鹿市男女共同参画センターについて                              

問 16 あなたは、「鈴鹿市男女共同参画センター ジェフリーすずか」をご存じですか

次の中から 1つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16で、「利用したことがある」と答えた方にお聞きします。） 

問 16-２ あなたはどのようなかたちで、「鈴鹿市男女共同参画センター」を利用しま

したか。また、知りましたか。次の中からあてはまるもを全て選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

1.4 

1.4 

4.6 

6.8 

18.3 

33.3 

30.6 

4.9 

1.6 

0.0 

1.6 

8.2 

16.4 

31.1 

36.1 

3.8 

1.9 

2.6 

3.2 

8.3 

16.7 

30.8 

32.7 

4.0 

1.8 

1.8 

3.1 

8.4 

16.4 

31.1 

33.3 

0 10 20 30 40

その他意見

(町内のイベントに料理室を利用等)

こどもの部屋を利用した

電話相談を利用した

図書コーナーを利用した

印刷機を利用した

自主的なサークル活動の場として利用した

センター主催の催し物や講座に参加した

市民団体などセンター以外が主催した催し物に参

加した

全体 女性 男性 前回調査（全体） （％） 

14.7 

9.9 

19.1 

15.3 

42.2 

42.1 

45.9 

44.2 

43.1 

47.9 

35.0 

40.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査全体(n=1039)

男性(n=413)

女性(n=560)

全体(n=995)

利用したことがある 名前は知っているが、利用したことはない 知らない

「鈴鹿市男女共同参画センター（ジェフリーすずか）」を知っているか 

 
 

どのようなで「鈴鹿市男女共同参画センター」を利用したか 
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問 17 今後、男女ともに利用できる施設として、「鈴鹿市男女共同参画センター」に何

を充実してほしいと思いますか。次の中からあてはまるものを全て選んで○をつ

けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

29.6 

3.2 

13.0 

14.8 

18.2 

21.2 

34.2 

3.2 

16.5 

8.0 

16.3 

21.8 

24.9 

2.1 

12.0 

19.4 

20.8 

20.8 

28.6 

2.6 

13.9 

15.0 

18.9 

21.0 

0 10 20 30 40

わからない

その他意見(男女共に考えるような等)

男性向けの講座（自分の生活や意識を見直すため

の講座など）

女性向けの講座（就労支援に関する講座など）

親子が一緒に参加できる催し物

市民団体やグループの活動・交流の支援

全体 女性 男性 前回調査（全体） （％） 

男女ともに利用できる施設として、何を充実してほしいか 

 

 
 



2023（令和５）年度　鈴鹿市

男女共同参画に関する事業所アンケート調査結果報告書

■　調査のあらまし
調査の目的

調査の対象

抽出方法

調査方法

調査期間

有効回答数

回答件数 業種（日本標準産業分類） 回答件数

0 不動産業･物品賃貸業 2

0 学術研究･専門･技術サービス業 0

26 宿泊業･飲食サービス業 3

1 生活関連サービス業･娯楽業 0

1 教育･学習支援業 2

11 医療･福祉 10

9 複合サービス事業 2

0 サービス業（他に分類されないもの） 5

製造業

金融業･保険業

卸業・小売業

運輸業･郵便業

情報通信業

電気･ガス･熱供給･水道業

鈴鹿商工会議所名鑑より従業員数50名以上の事業所をすべて抽出

市内に本社、支店等を有する事業所201社

各事業所における女性活躍推進状況を調査し、今後の市の取組の参考資料とするため

● 事業所概要（業種）

業種（日本標準産業分類）

建設業

鉱業･採石業･砂利採取業

73件（回収率36.3％）

2023（令和５）年４月１日～４月28日

郵送による配布及び回収

製造業

36%

電気･ガス･熱供給･水

道業

1%

情報通信業

1%

運輸業･郵便業

15%

卸業・小売業

13%

不動産業･物品賃貸業

3%

宿泊業･飲食サー

ビス業

4%

教育･学習支援業

3% 医療･福祉

14%

複合サービス事業

3% サービス

業（他に

分類され

ないも

の）

7%

113



●事業所概要（従業員数）

従業員規模 従業員規模

11人～50人 201人～300人

51人～100人 301人～

101人～200人 従業員数不明

男性(人) 女性(人) 男性(人)女性(人)

12068 3456 宿泊業･飲食サービス業 239 1475

69 31 教育･学習支援業 1543 2887

191 163 医療･福祉 391 1731

7777 505 複合サービス事業 334 280

637 1445 372 547

287 187

従業員男女割合

不動産業･物品賃貸業

業種

16件　（21.9％）

13件　（17.8％）

16件　（21.9％）

19件　（26.0％）

2件　（2.8％）

サービス業（他に分類されないもの）

製造業

卸業・小売業

運輸業･郵便業

情報通信業

電気･ガス･熱供給･水道業

7件　（9.6％）

回答（件数/構成比）

業種

回答（件数/構成比）

6%

22%

31%

39%

46%

46%

60%

65%

69%

82%

86%

94%

78%

69%

61%

54%

54%

40%

35%

31%

18%

14%

運輸業･郵便業

製造業

電気･ガス･熱供給･水道業

不動産業･物品賃貸業

複合サービス事業

情報通信業

サービス業（他に分類されないもの）

教育･学習支援業

卸業・小売業

医療･福祉

宿泊業･飲食サービス業

女性 男性
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●管理職の状況について（女性管理職の有無）

医療･福祉

従業員規模別
従業員規模
従業員数不明
301人～
201人～300人
101人～200人
51人～100人
11人～50人

4

7

8

11

19

21

32

34

34

38

111

19

79

59

107

172

140

71

401

112

959

219

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

電気･ガス･熱供給･水道業

情報通信業

サービス業（他に分類されないもの）

複合サービス事業

不動産業･物品賃貸業

卸業・小売業

宿泊業･飲食サービス業

運輸業･郵便業

教育･学習支援業

製造業

医療･福祉

業種別

管理職数 女性管理職数 人

0

176

33

55

28

27

16

1664

114

295

131

118

0 500 1000 1500 2000

従業員数不明

301人～

201人～300人

101人～200人

51人～100人

11人～50人

従業員規模別

管理職数 女性管理職数

人
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●女性管理職が少ない（全体の１割未満）の理由について

その他の内容

　・ 管理職になってから育休取得して、人生観が変わる。ブランクが発生する。
　・ 特に必要性がないため。
　・ 管理職の制度を設けていない。
　・ 現在、工場に在籍している女性社員には、管理職として昇進する要件である総合職の者が
　　いないため。
　・ 今まで管理職になれる年齢層の正規職員が少なかったから
　・ 製造現場では交替制勤務が前提となるが育児をしながらの勤務は難しい実態があり、キャ
　　リアを描きにくい。
　・ 現在管理職に登用される世代に女性の総合職が少ないため。(過去の採用人数が少ない）

8

0

1

5

5

7

12

20

29

0 10 20 30 40

その他

顧客が女性管理職を認めないから

上司、同僚、部下となる従業員が女性管理

職を希望しないから

業務の内容が女性に向いていないから

女性従業員がいないから

女性が管理職に就いた前例がないから

管理職になる前に退職してしまうから

女性が管理職になることを望まないから

必要な知識、経験等を有する女性がいない

から

件
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●　貴事業所の女性の活躍推進について

問１．女性の活躍（女性管理職登用を含む）を推進するために、どのようなことに

　　　取り組んでいますか。（複数回答可）

業
務
に
必
要
な
知
識
や
能
力

、
資
格
取
得
の
た

め
の
研
修
を
実
施
し
て
い
る

女
性
が
活
躍
で
き
る
担
当
部
局
な
ど
を
設
け
る

な
ど

、
職
場
体
制
の
整
備
を
行
っ
て
い
る

仕
事
と
家
庭
を
両
立
す
る
た
め
の
制
度
を
充
実

さ
せ
て
い
る

全
て
の
管
理
職
や
従
業
員
に
対
し

、
女
性
登
用

の
重
要
性
に
つ
い
て
啓
発
を
行
っ
て
い
る

意
欲
の
あ
る
従
業
員
に
つ
い
て
は

、
性
別
に
関

係
な
く
登
用
し
て
い
る

特
に
取
組
は
し
て
い
な
い

そ
の
他

32 13 36 14 58 6 3

11人～50人 16 6 5 5 1 12 4 0
51人～100人 13 4 2 6 1 11 0 1
101人～200人 16 6 1 7 3 12 2 2
201人～300人 7 3 1 2 3 4 0 0
301人～ 19 12 4 15 5 18 0 0
従業員数不明 2 1 0 1 1 1 0 0

取組内容

特に取組はしていない
その他

割合
取組内容

その他の内容

　・ 力量があれば管理職になれば良い。(男性との区別は不要)
　・ 社内規程に職種転換制度があり優秀である女性社員自ら申告できる制度であり、試験面接等
　　の選考を以って専任職、総合職に転換できる。
　・ 2017から女子社員があつまって行なう「女子ミーティング」を開催しており翌2018年に名称
　　を「女性活躍委員会」と変更し継続しています。

36%

22%

20%

9%

8%
4%

2%

意欲のある従業員については、性別に関係な

く登用している

仕事と家庭を両立するための制度を充実させ

ている

業務に必要な知識や能力、資格取得のための

研修を実施している

全ての管理職や従業員に対し、女性登用の重

要性について啓発を行っている

女性が活躍できる担当部局などを設けるな

ど、職場体制の整備を行っている

特に取組はしていない

その他
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問２．上記の取組についてお伺いします。

ａ.　効果はありましたか。

　①　あった　　➁　今のところない

あった 今のところない 無回答

32 34 7

11人～50人 16 6 7 3

51人～100人 13 5 7 1

101人～200人 16 5 9 2 　　　
201人～300人 7 3 4 0

301人～ 19 12 7 0

従業員数不明 2 1 0 1

ｂ.　「①あった」と答えた方にお伺います。どのような効果がありましたか。

・ 育休、時短勤務を経て、復帰されている。

・ 管理職の女性の割合が増えた。

・ 性別関係なく適正な評価により管理職の業務に就いている。

・ 下の者を育てている。技術の習得に積極的。

・ 結婚、育児を理由とした女性の退職が減った。女性の役員就任。

・ 衛生管理者に登用した場合、従業員に対して、卒先して動いてくれる様になった。

・ 多くの方が、ワークライフを両立し、活躍してくださっている。

・ 取組を続けている結果4割を超える女性管理職を維持している。

・ 女性の人事担当者を選出し、女性従業員のフォローや相談窓口を設置し、気軽に相談できるような体制を

　作って、女性からの相談も受けやすくなった。

・ 一定業務においては男女区別なく業務にあたっていただいています。

・ 性別に関係なく、意欲のある従業員の活躍がみられる。

・ 部下をまとめ職務遂行。

・ 過去に一般技能職→専任職への実績有り。

・ お子様の送迎等柔軟に対応。

・ 女性の管理職昇格者がいた。

・ 採用時、優秀な人材を確保した結果、若い女性職員の起用が多くなっている。

・ マネジメント層への意識改革に重点的に取り組み女性への積極的な役割付与など増加している。

・ 他部署間での問題を話し合い解決することが出来ました。子育てしながら働く方や趣味などを充実させ

 る為の有休の取り方など、どの様にしたらいいかなどの話し合いをしています。

・ 係長職に該当する資格試験への受験者増

・ 仕事と家庭を両立するための制度(育児休業や育児短時間勤務制度など)を整えており、出産・育児を経て、

　多くの女性が活躍している。総合職への転換試験や助役への登用試験において、女性の登用実積がある。

44% 47% 10%

あった 今のところない 無回答

118



問３．女性の雇用・登用を進める上で、どのような課題がありますか。（複数回答可）
　　　

家
事
労
働
と
の
兼
ね
合
い
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

女
性
従
業
員
自
身
の
昇
進
意
欲
が
低
い

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
人
・
事
例
が
な
い

女
性
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
対
す
る
管
理
職
の
意
欲

や
理
解
が
足
り
な
い

特
に
な
い

男
女
で
従
事
す
る
職
務
内
容
が
分
か
れ
て
い
る

女
性
の
た
め
の
設
備
の
整
備
に
コ
ス
ト
が
か
か
る

そ
の
他

39 33 22 13 11 7 0 3

11人～50人 16 10 9 1 3 2 2 0 0
51人～100人 13 6 3 4 1 2 1 0 0
101人～200人 16 10 8 6 1 2 2 0 1
201人～300人 7 2 4 2 2 1 2 0 0
301人～ 19 10 8 8 5 2 0 0 2
従業員数不明 2 1 1 1 0 0 0 0 0

割合
課題の内容

特にない
その他

割合
課題の内容

その他の内容

　・ 教員公募における女性の応募者が少ない。
　・ 交替制勤務を前提とする動き方。
　・ システム作りの途中。

30%

26%

17%

10%

9%

5%

0% 2% 家事労働との兼ね合いを考慮する必要がある

女性従業員自身の昇進意欲が低い

ロールモデルとなる人・事例がない

女性のキャリアアップに対する管理職の意欲や理

解が足りない

特にない

男女で従事する職務内容が分かれている

女性のための設備の整備にコストがかかる

その他
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●　貴事業所の働く環境について

問４．ワーク・ライフ・バランスの取組について伺います。

知らな
かった

必要がな
い

47 2 9 14 1

11人～50人 16 8 0 5 3 0
51人～100人 13 6 0 3 4 0
101人～200人 16 8 2 1 5 0
201人～300人 7 7 0 0 0 0
301人～ 19 17 0 0 2 0
従業員数不明 2 1 0 0 0 0

　ａ．取り組んでいる 　ｂ．知らなかったため、取り組んでいない　c．必要と感じていないため、取り組んでいない

　d．検討中

無回答
取り組んで
いる

取り組んでいない

検討中

回答数
回答社数

64%

19%

12%

3%

1%

取り組んでいる

検討中

必要と感じていないため、取り

組んでいない
知らなかったため、取り組んで

いない
無回答
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問５．「ａ．取り組んでいる」と答えた方にお伺いします。ワーク・ライフ・バランスの

　取組により、貴事業所にとってどのような効果があると感じていますか。（複数回答可）

優
秀
な
人
材
の
確
保
と
定
着
に
つ
な
が
る

仕
事
の
効
率
化
に
よ
り

、
利
益
の
向
上
に
つ

な
が
る

従
業
員
の
労
働
意
欲
が
向
上
す
る

個
々
の
従
業
員
の
生
活
の
充
実
に
つ
な
が
る

企
業
の
社
会
的
責
任
の
一
環
で
あ
る

労
使
間
・
従
業
員
間
の
良
好
な
関
係
の
形
成

に
つ
な
が
る

そ
の
他

33 23 35 40 31 21 0

11人～50人 8 7 5 6 6 5 4 0
51人～100人 6 4 2 3 5 3 1 0
101人～200人 8 6 4 6 8 7 3 0
201人～300人 7 4 7 7 7 3 3 0
301人～ 17 12 12 15 15 12 10 0
従業員数不明 1 0 0 0 1 1 0 0

割合

従業員の労働意欲が向上する

企業の社会的責任の一環である

その他

グラフ用

従業員の労働意欲が向上する

企業の社会的責任の一環である

その他

22%

19%

18%

17%

13%

11%

個々の従業員の生活の充実につなが

る
従業員の労働意欲が向上する

優秀な人材の確保と定着につながる

企業の社会的責任の一環である

仕事の効率化により、利益の向上につ

ながる
労使間・従業員間の良好な関係の形

成につながる
その他
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問６．「c．必要と感じていないため、取り組んでいない」「d．検討中」と回答した方に

　　　お伺いします。ワーク・ライフ・バランスの取組が進んでいない理由は何ですか。

　　　（複数回答可）

人
的
余
裕
が
な
い

従
業
員
間
に
不
公
平
が
生
じ
る

業
務
管
理
等
が
複
雑
に
な
り
支
障
を

き
た
す

特
に
取
り
組
む
必
要
性
を
感
じ
な
い

ト
ッ
プ
・
上
司
の
意
識
が
低
い

利
益
の
減
少
や
コ
ス
ト
の
増
大
に
つ

な
が
る

そ
の
他

9 5 5 5 3 0 3

11人～50人 8 3 4 3 2 3 0 0
51人～100人 7 3 0 1 2 0 0 0
101人～200人 6 2 1 1 1 0 0 3
201人～300人 0 0 0 0 0 0 0 0
301人～ 2 1 0 0 0 0 0 0
従業員数不明 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の内容

　・ 働き方改革に対する全般的意識の高揚。
　・ 知らなかった。

30%

17%
17%

17%

10%

0%

10%

人的余裕がない

従業員間に不公平が生じる

業務管理等が複雑になり支障をきたす

特に取り組む必要性を感じない

トップ・上司の意識が低い

利益の減少やコストの増大につながる

その他
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問７．労働関係制度の導入状況についてお伺いします。（複数回答可。）

無回答

利用実績
あり

利用実績
なし

導入予定
あり

導入予定
なし

子の看護休暇制度
24

（34％）
25

（34％）
5

（7％）
6

（8％）
13

（18％）

配偶者の出産支援制度
25

（34％）
10

（14％）
7

（10％）
16

（22％）
15

（21％）

所定労働時間短縮の措置
43

（59％）
7

（10％）
2

（3％）
8

（11％）
13

（18％）

フレックスタイム制度
20

（27％）
2

（3％）
6

（8％）
31

（42％）
14

（19％）

テレワークの活用
31

（42％）
4

（5％）
2

（3％）
24

（33％）
12

（16％）

所定外・時間外労働の制限
47

（64％）
8

（11％）
1

（1％）
5

（7％）
12

（16％）

育児・介護等の理由による
退職者の再雇用

19
（26％）

14
（19％）

4
（5％）

23
（32％）

13
（18％）

雇用形態の移行
（正規⇔パート・アルバイト等）

44
（60％）

3
（4％）

0
（0％）

15
（21％）

11
（15％）

事業所内託児施設の設置
8

（11％）
0

（0％）
3

（4％）
49

（67％）
13

（18％）

勤務地・配置転換等の配慮
41

（56％）
4

（5％）
1

（1％）
13

（18％）
14

（19％）

その他
1

（100％）
0

（0％）
0

（0％）

その他の内容
 ・ 介護が必要となった社員の離職をなくす為、会社としてサポートできる様に働き方を話し合う
　　制度があります。

導入している 導入していない
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問８．貴事業所の育児休業制度についてお伺いします。

あ　る　（  法定以上、　 法定どおり、　 1年未満 ）

な　い

検討中

法
定
以
上

法
定
ど
お
り

1
年
未
満

期
間
の
記
載
な
し

な
い

検
討
中

無
回
答

16 49 1 2 2 2 1

11人～50人 16 0 13 0 0 1 2 0

51人～100人 13 1 10 0 1 1 0 0

101人～200人 16 2 14 0 0 0 0 0

201人～300人 7 2 0 4 0 1 0 0

301人～ 19 10 8 0 0 0 0 0

 従業員数不明 2 1 0 0 1 0 0 1

※法定以上の内訳
　1年　：　16件
　２年　：　48件
　３年　：　1件　

ある

67%

22%

3%
3%

3%1%1%

法定どおり

法廷以上

期間の記載なし

ない

検討中

1年未満

無回答
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問９．過去3年間（R2～R4）のうち、貴事業所で育児休業を取得した方がいる場合、

その人数を記入してください。

１
年
以
上

６
か
月
～

１

年
未
満

３
か
月
～

６

か
月
未
満

１
か
月
～

３

か
月
未
満

１
か
月
未
満

469 206 27 10 7

11人～50人 16 5 4 0 0 0

51人～100人 13 7 6 0 0 0

101人～200人 16 43 9 0 0 0

201人～300人 7 19 5 0 0 0

  301人～ 19 389 182 27 10 7

　従業員数不明 2 6 0 0 0 0

１
年
以
上

６
か
月
～

１

年
未
満

３
か
月
～

６

か
月
未
満

１
か
月
～

３

か
月
未
満

１
か
月
未
満

4 27 48 76 289

11人～50人 16 0 0 1 0 1

51人～100人 13 1 0 0 3 1

101人～200人 16 0 0 0 3 3

201人～300人 7 1 0 0 4 11

  301人～ 19 15 27 46 66 273
　従業員数不明 2 0 0 1 0 0

女性取得人数

男性取得人数

469

206

27
10 74

27
48

76

289

１年以上 ６か月 ～

１年未満

３か月 ～

６か月未満

１か月 ～

３か月未満

１か月未満

女性

男性
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問10．貴事業所の介護休業制度についてお伺いします。

あ
　
る

な
　
し

検
討
中

無
回
答

64 2 6 1

11人～50人 16 13 1 2 1
51人～100人 13 10 1 2 0
101人～200人 16 14 0 2 0
201人～300人 7 7 0 0 0
301人～ 19 19 0 0 0
従業員数不明 2 1 0 0 1

問11．過去3年間（R2～R4）のうち、貴事業所で介護休業を取得した方がいる場合、
        その人数を記入してください。

11人～50人 16
51人～100人 13
101人～200人 16
201人～300人 7
301人～ 19
従業員数不明 2

女性の取得者 男性の取得者

30

3

24

4
0
2
1

22
2

1
1
2
14
2

88%

3%

8%

1%

あ る な し 検討中 無回答

56%

44%

女性の取得者 男性の取得者
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問12．貴事業所では、妊娠・出産・育児・介護に関する支援制度について、従業員が

　　　　利用しやすいように、相談窓口の設置や情報提供はしていますか。

　
し
て
い
る

し
て
い
な
い

(

検
討
中
含

む

)

　
無
回
答

58 14 1

11人～50人 16 11 5 0

51人～100人 13 8 5 0

101人～200人 16 13 3 0

201人～300人 7 7 0 0

301人～ 19 18 1 0

従業員数不明 2 1 0 1

件数

301人～

割合

79% 19%

1%

している していない(検討中含む) 無回答

69%

62%

81%

100%

95%

50%

31%

38%

19%

5%

50%

11人～50人

51人～100人

101人～200人

201人～300人

301人～

従業員数不明

している していない(検討中含む) 無回答
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問13．育児休業中の従業員がいる場合、代替要員の確保はどのようにしましたか。

　　     (複数回答可）

【全体】

有
期
契
約

労
働
者

派
遣
労
働
者

配
置
転
換

部
署
内
対
応

（
代
替
な
し

）

そ
の
他

5 10 7 25 9

11人～50人 10 1 0 2 7 0

51人～100人 8 0 1 0 7 0

101人～200人 1 2 4 1 4 2

201人～300人 6 1 1 2 2 0

301人～ 18 1 3 2 5 7

従業員数不明 1 0 1 0 0 0

【男性の取得者】

有
期
契
約

労
働
者

派
遣
労
働
者

配
置
転
換

部
署
内
対
応

（
代
替
な
し

）

そ
の
他

0 2 4 25 9

11人～50人 8 0 2 5 1 0

51人～100人 5 0 1 0 4 0

101人～200人 7 0 0 0 5 2

201人～300人 5 0 0 2 3 0

301人～ 14 0 0 0 8 6

従業員数不明 1 0 1 0 0 0

9% 18% 13% 45% 16%

有期契約労働者 派遣労働者 配置転換 部署内対応（代替なし） その他

5% 10% 63% 23%

有期契約労働者 派遣労働者 配置転換 部署内対応（代替なし） その他
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問14．国や地方自治体では、女性活躍推進のための取組を進めていますが、

そのことについてご存じですか。

取
組
を
進
め
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
し

、
そ
の
内
容

も
知
っ
て
い
る

取
組
を
進
め
て
い
る
こ
と
は

知
っ
て
い
る
が

、
内
容
ま
で

は
把
握
し
て
い
な
い

取
組
を
進
め
て
い
る
こ
と
は

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

41 26 3 3

11人～50人 16 6 6 3 1
51人～100人 13 7 6 0 0
101人～200人 16 9 7 0 0
201人～300人 7 5 2 0 0
301人～ 19 15 5 0 1
従業員数不明 2 0 1 0 1

　

件数

無回答

割合

無回答

56%
36%

4%
4%

取組を進めていることを知って

いるし、その内容も知っている

取組を進めていることは知って

いるが、内容までは把握してい

ない
取組を進めていることは知らな

かった

無回答
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問15．次の認定制度の認知・取得状況についてお伺いします。

 ●えるぼし認定

【認知状況】 知
っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
は

あ
る
が

、
内
容

は
知
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

38 12 22 1

11人～50人 16 4 3 9 0

51人～100人 13 6 2 5 0

101人～200人 16 8 4 4 0

201人～300人 7 5 1 1 0

301人～ 19 14 2 3 0

従業員数不明 2 1 0 0 1

【取得状況】 取
得
中

検
討
中

未
取
得

無
回
答

4 10 58 1

11人～50人 16 0 0 16 0

51人～100人 13 1 0 12 0

101人～200人 16 0 3 13 0

201人～300人 7 0 2 5 0

301人～ 19 3 5 11 0

従業員数不明 2 0 0 1 1

52%
30%

16%

1%

知っている

知らない

聞いたことはあるが、内容は知ら

ない
無回答

79%

14%

5%
1%

未取得

検討中

取得中

無回答
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●くるみん認定 ・ プラチナくるみん認定

　
知
っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
は

あ
る
が

、
内
容

は
知
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

41 13 18 1

11人～50人 16 5 4 7 0

51人～100人 13 6 3 4 0

101人～200人 16 8 5 3 0

201人～300人 7 6 0 1 0

301人～ 19 15 1 3 0

従業員数不明 2 1 0 0 1

【取得状況】 取
得
中

検
討
中

未
取
得

無
回
答

11 9 51 2

11人～50人 16 0 1 14 1

51人～100人 13 1 0 12 0

101人～200人 16 1 3 12 0

201人～300人 7 2 2 3 0

301人～ 19 7 3 9 0

従業員数不明 2 0 0 1 1

【認知状況】

56%
25%

18%

1%

知っている

知らない

聞いたことはあるが、内容

は知らない

無回答

70%

15%

12%

3%

未取得

取得中

検討中

無回答
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問16．女性活躍推進の支援において、国や地方自治体に期待することは何ですか。(複数回答可）

公
的
施
設
の
整
備

（
保
育
所
等
の
環
境

整
備
な
ど

）

社
会
全
体
の
理
解
促
進
・
啓
発

女
性
活
躍
や
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
の
実
現
に
積
極
的
に
取
り
組
む
事

業
所
向
け
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

活
用
で
き
る
支
援
制
度
に
関
す
る
情
報

提
供

事
業
所
向
け
の
講
習
会
等
の
開
催

市
内
事
業
所
の
取
組
事
例

、
関
連
情

報

、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供

相
談
窓
口
の
設
置

育
児
・
介
護
休
業
の
取
得
を
義
務
づ
け

る
法
律
や
条
例
の
制
定

他
の
企
業
・
団
体
等
と
の
情
報
交
換
の

場
の
提
供

従
業
員
個
人
同
士
が
情
報
交
換
で
き
る

場
の
提
供

そ
の
他

37 31 28 25 16 15 11 11 9 3 4

11人～50人 16 7 9 4 9 3 3 4 1 2 0 0
51人～100人 13 7 3 6 4 1 2 2 2 2 1 2
101人～200人 16 5 5 8 5 4 4 1 3 1 1 2
201人～300人 7 4 3 2 1 2 1 0 1 1 0 0
301人～ 19 14 10 8 6 6 5 4 4 3 1 0
従業員数不明 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190

その他の内容

　・ そもそも男性、女性との問い合わせ自体が疑問に感じる。
　・ 補助金。
　・ 期待していない。
　・ 女性の家庭での役割負担(食事やPTA参加等)はまだ少なくはありません。
　　さらに社会的に高い地位となると責任が背負いきれない恐れもありどういった方向性で
　　消化するか等難しいと考えます。(ブラッシュアップ等金銭時間を好きに活用できる方と
　　肩を並べる難しさが課題です。

19%

16%

15%13%

8%

8%

6%

6%
5%

2%2% 公的施設の整備（保育所等の環境整備など）

社会全体の理解促進・啓発

女性活躍やワーク・ライフ・バランスの実現に積

極的に取り組む事業所向けのインセンティブ

活用できる支援制度に関する情報提供

事業所向けの講習会等の開催

市内事業所の取組事例、関連情報、ノウハウの提

供

相談窓口の設置

育児・介護休業の取得を義務づける法律や条例

の制定

他の企業・団体等との情報交換の場の提供

従業員個人同士が情報交換できる場の提供

その他
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問17．貴事業所ではパワハラ（パワー・ハラスメント）や、セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）、

その他ハラスメント（妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント）に関する

取組を行っていますか。

〇防止策や対応等、何らかの取組を実施している

パ
ワ
ハ
ラ

セ
ク
ハ
ラ

そ
の
他

68 65 17

11人～50人 15 14 14 3

51人～100人 12 12 10 2

101人～200人 15 15 14 3

201人～300人 7 7 7 2

301人～ 19 19 19 7

従業員数不明 1 1 1 0

〇防止策や対応等、何らかの取組を実施予定

パ
ワ
ハ
ラ

セ
ク
ハ
ラ

そ
の
他

7 5 1

11人～50人 0 0 0 0

51人～100人 2 1 1 0

101人～200人 3 2 2 1

201人～300人 1 1 1 0

301人～ 1 1 1 0

従業員数不明 0 0 0 0

45%

43%

11%
パワハラ

セクハラ

その他

54%38%

8%

パワハラ

セクハラ

その他
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問18．取組を実施している方にお伺いします。ハラスメント防止のためにどのような取組

　      を行っていますか。  （複数回答可）

相
談
・
苦
情
に
対
処
す
る
た
め
の
相
談
窓
口

（
担
当

）
を
設
け
て
い
る

外
部
の
相
談
窓
口
に
つ
い
て
周
知
し
て
い
る

就
業
規
則
等
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
つ
い

て
明
文
化
し
て
い
る

防
止
の
た
め
の
研
修

、
講
習
等
を
実
施
し
て

い
る

事
業
所
内
の
発
行
物
に
記
事
掲
載
や
啓
発
チ

ラ
シ
の
配
布
等
意
識
啓
発
を
行
っ
て
い
る

事
業
所
内
で
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
を

行
っ
て
い
る

そ
の
他

62 28 60 41 39 17 0

11人～50人 15 11 3 13 6 5 3 0

51人～100人 12 10 2 7 4 5 3 0

101人～200人 15 14 6 14 7 9 5 0

201人～300人 7 7 2 6 4 5 0 0

301人～ 19 19 14 19 19 14 6 0

従業員数不明 1 1 1 1 1 1 0 0

割合

その他

割合

その他

25%

24%
17%

16%

11%
7%

相談・苦情に対処するための相談

窓口（担当）を設けている

就業規則等にハラスメント防止に

ついて明文化している

防止のための研修、講習等を実

施している

事業所内の発行物に記事掲載や

啓発チラシの配布等意識啓発を

行っている
外部の相談窓口について周知し

ている

事業所内で実態把握のための調

査を行っている

その他
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問19．取組は進んでいない 又は 必要性は感じていない と答えた方に、

　　　　その理由をお伺いします。（複数回答可）

過
去
に
職
場
内
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
事
例
が
発

生
し
て
い
な
い
た
め

従
業
員
ひ
と
り
ひ
と
り
に
目
が
行
き
届
き

、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
し
て
も
個
別
に
対
応
し
て
い

る ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
従
業
員
の
認
知
度
や

防
止
意
識
が
高
く
な
っ
て
お
り

、
防
止
策
を
と

る
必
要
が
な
い
た
め

経
済
的
に
難
し
い

業
務
多
忙
の
た
め

、
対
応
す
る
余
裕
が
な
い

そ
の
他

1 1 1 0 0 0

11人～50人 0 0 0 0 0 0 0

51人～100人 1 1 0 0 0 0 0

101人～200人 1 0 1 0 0 0 0

201人～300人 0 0 0 0 0 0 0

301人～ 1 0 0 1 0 0 0

従業員数不明 0 0 0 0 0 0 0

その他

33%

33%

33%

過去に職場内でハラスメ

ントの事例が発生していな

いため

従業員ひとりひとりに目

が行き届き、ハラスメント

に対しても個別に対応し

ている

ハラスメントに対する従業

員の認知度や防止意識が

高くなっており、防止策を

とる必要がないため
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問20．貴事業所において、ハラスメントが起こった場合、対応として特に難しいと感じるのは

ど
こ
ま
で
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
の
か

、
判

断
が
難
し
い

当
事
者
の
言
い
分
が
食
い
違
う
等

、
事
実
確
認
が
難

し
い

ど
の
よ
う
な
行
為
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
あ
た
る
の
か

を
理
解
さ
せ
る
の
が
難
し
い

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
持
が
難
し
い

相
談
対
応
の
ス
キ
ル
が
十
分
で
な
く

、
ど
の
よ
う
に

対
応
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

日
常
の
業
務
が
忙
し
い
た
め

、
対
応
す
る
余
裕
が
な

い 特
に
な
い

そ
の
他

49 39 34 24 12 7 6 1

11人～50人 16 12 10 9 6 3 0 0 0

51人～100人 13 6 3 6 3 1 1 2 0

101人～200人 16 12 9 6 6 2 2 1 1

201人～300人 7 4 5 3 2 1 2 2 0

301人～ 19 14 12 9 7 5 2 1 0

従業員数不明 2 1 0 1 0 0 0 0 0

特にない
その他

割合

その他の内容
 ・ ハラスメントが確認でき、対応として部署異動を考える際に、提案できる候補が少ない。

　      どのようなことですか。（複数回答可）

28%

23%20%

14%

7%

4%

3%
1%

どこまでがハラスメントに該当するのか、

判断が難しい

当事者の言い分が食い違う等、事実確認が

難しい

どのような行為がハラスメントにあたるの

かを理解させるのが難しい

プライバシーの保持が難しい

相談対応のスキルが十分でなく、どのよう

に対応したらよいかわからない

日常の業務が忙しいため、対応する余裕が

ない

特にない

その他
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問21．今回の新型コロナウイルス感染症対策における自粛活動の影響で、

　　　　貴事業所の働き方 改革は進みましたか。 

変化あり
取
組
が
進
ん
だ

以
前
か
ら
取
り

組
ん
で
い
た

特
に
取
組
は

行
っ
て
い
な
い

無
回
答

36 16 18 3

11人～50人 16 7 3 4 2
51人～100人 13 3 3 7 0
101人～200人 16 6 5 5 0
201人～300人 7 4 2 1 0
301人～ 19 15 3 1 0
従業員数不明 2 1 0 0 1

問22．問21で「ａ．変化あり　取組が進んだ」又は「変化なし　以前から取り組んでいた」と回答

勤
務
時
間
短
縮

時
差
出
勤

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

在
宅
勤
務
・
テ
レ
ワ
ー
ク

時
間
外
労
働
の
軽
減

ノ
ー
残
業
デ
ー
の
設
置

有
給
休
暇
の
取
得
励
行

有
給
休
暇
の
取
得
励
行

7 17 8 30 16 12 32 9

11人～50人 10 1 3 1 5 4 2 7 1

51人～100人 6 2 4 1 1 3 1 5 2

101人～200人 11 1 0 1 5 0 2 6 1

201人～300人 6 0 2 2 3 2 1 2 0

301人～ 18 2 8 3 15 7 6 11 5

従業員数不明 2 0 0 0 1 0 0 1 0

時差出勤

変化なし

　      した方は、どのような取組をされていますか。（されましたか。）（複数回答可）

49

%
22%

25%

4%

取組が

進んだ

以前から

取り組ん

でいた

特に取

組は行っ

ていない

無回答

24%

23%

13%

12%

9%

7%

6%
5%

有給休暇の取得励行

在宅勤務、テレワーク

時差出勤

時間外労働の軽減

ノー残業デーの設置

有給休暇の取得励行

フレックスタイム制度

勤務時間短縮
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